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－
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
に
見
る
警
官
の
職
業
意
識
一

林

田

敏

子

【
要
約
】
　
イ
ギ
リ
ス
に
新
警
察
が
誕
生
し
て
約
四
〇
年
後
の
一
八
六
六
年
、
事
実
上
の
警
察
機
関
紙
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
腫
が
創
刊
さ
れ
た
。
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

○
年
に
わ
た
っ
て
警
察
の
利
害
を
代
弁
し
続
け
た
こ
の
新
聞
は
、
末
端
警
官
の
生
の
声
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
労
働
者
で
あ
り
な
が
ら
権
力
を
行
使
す
る
立
場
に
お
か
れ
た
宋
端
警
官
が
、
装
置
、
あ
る
い
は
制
度
と

し
て
の
警
察
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
が
主
導
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
、
投
書
欄
で
展
開
さ
れ
た
論
争
を
中
心
に

検
証
し
た
。
理
想
的
な
警
現
像
が
「
社
会
と
の
交
流
」
や
「
専
門
性
の
獲
得
」
に
求
め
ら
れ
る
な
か
で
、
警
宮
た
ち
は
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
漏
が

創
り
だ
し
た
ボ
ビ
ー
像
の
も
と
に
警
察
へ
の
帰
属
意
識
を
育
ん
で
い
っ
た
。
市
民
の
友
人
「
ボ
ビ
ー
」
の
誕
生
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
警
察
は
社
会
奉
仕

型
の
市
民
警
察
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
、
警
察
権
力
は
巧
妙
に
不
可
視
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。
　
　
　
　
　
　
史
林
八
二
巻
五
号
　
一
九
九
九
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
イ
ギ
リ
ス
が
初
の
本
格
的
な
警
察
改
革
に
乗
り
出
し
た
一
九
世
紀
初
頭
、
フ
ラ
ン
ス
や
プ
ロ
イ
セ
ン
と
い
っ
た
大
陸
諸
国
は
、
す
で
に
強
力

な
国
家
警
察
を
擁
し
て
い
た
。
一
八
世
紀
に
入
る
ま
で
「
治
安
維
持
」
を
意
味
す
る
「
ポ
リ
ス
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
イ

ギ
リ
ス
は
、
近
代
的
警
察
機
構
の
樹
立
と
い
う
点
で
大
陸
諸
国
の
は
る
か
後
塵
を
拝
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
が
進
む
に
つ

れ
状
況
は
変
化
し
て
い
く
。
一
八
八
○
年
代
ま
で
に
、
大
陸
諸
国
と
は
～
線
を
画
す
「
イ
ギ
リ
ス
型
」
の
市
民
警
察
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
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①

こ
の
時
期
よ
う
や
く
警
察
改
革
に
着
手
し
た
日
本
の
調
査
報
告
書
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
一
八
二
九
年
の
首
都
警
察
を
皮
切
り
に
、
三
五
年
に
バ
ラ
警
察
、
三
九
年
に
州
警
察
と
徐
々
に
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
形
で
展
開
し
た

新
警
察
改
革
は
、
各
教
区
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
治
安
維
持
を
首
都
圏
、
バ
ラ
、
州
単
位
で
統
合
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
内
務
省
の
直

轄
下
に
お
か
れ
た
首
都
警
察
と
は
対
照
的
に
、
バ
ラ
お
よ
び
州
に
は
大
幅
な
自
治
が
認
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
警
察
改
革
は
、
大

陸
的
な
中
央
集
権
化
へ
の
第
一
歩
と
し
て
激
し
い
反
発
を
呼
ん
だ
。
そ
の
反
発
の
大
き
さ
は
、
「
社
会
的
合
意
の
獲
得
」
を
警
察
発
展
の
絶
対

条
件
と
し
て
強
調
す
る
改
革
者
自
身
の
言
説
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
警
察
が
直
面
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
反
発
の
背
後
に
は
、

警
察
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
に
対
す
る
社
会
の
不
信
感
が
深
く
根
を
張
っ
て
い
た
。
「
ポ
リ
ス
」
と
い
う
雷
葉
に
抵
抗
感
を
抱
く
社
会
に
あ
っ

て
は
、
大
陸
性
を
払
拭
す
る
よ
う
な
「
独
自
の
警
察
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
し
か
「
社
会
的
合
意
」
を
獲
得
す
る
道
は
な
か
っ
た
の
で
あ

②
る
。　

新
警
察
は
い
か
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。
警
察
に
対
す
る
合
意
形
成
の
あ
り
方
を
、
『
タ
イ
ム
ズ
』
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
わ
れ
た
「
世
論
」
を
媒
体
に
警
察
の
「
外
側
」
か
ら
考
察
し
た
前
節
に
続
い
て
、
本
稿
で
は
、
末
端
警
官
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
、
警
察
と

い
う
組
織
を
「
内
側
」
か
ら
と
ら
え
て
み
た
い
。
労
働
者
で
あ
り
な
が
ら
「
権
力
」
を
体
現
す
る
立
場
に
お
か
れ
た
末
端
警
宮
は
、
い
わ
ば

「
警
察
」
と
「
社
会
」
の
は
ざ
ま
に
位
置
し
て
い
た
。
彼
ら
は
自
ら
が
属
す
る
警
察
と
い
う
組
織
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
い
か

に
し
て
警
察
宮
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
に
至
っ
た
の
か
。
そ
う
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
上
で
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
警
官
の
利

害
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
新
聞
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
で
あ
る
。

　
㏄
八
六
六
年
二
月
、
噸
ポ
リ
ス
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
ア
ド
ヴ
ァ
タ
イ
ザ
ー
』
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
こ
の
薪
聞
は
、
途
中
三
度
の
紙
名
変
更
を
経

⑤て
、
一
九
五
六
年
に
廃
刊
さ
れ
る
ま
で
の
九
〇
年
間
、
警
官
の
利
害
を
代
弁
し
続
け
た
。
創
刊
当
初
は
、
政
治
、
経
済
、
文
学
、
ス
ポ
ー
ツ
、

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
と
い
っ
た
幡
広
い
ジ
ャ
ン
ル
を
扱
っ
て
い
た
が
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
睡
と
紙
名
変
更
し
た
一
八
七
三
年
以
降
は
、
す

べ
て
の
紙
面
を
警
察
関
連
記
事
で
埋
め
る
よ
う
に
な
る
。
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
当
初
か
ら
「
警
察
の
機
関
紙
」
を
自
称
し
て
い
た
。
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し
か
し
、
同
紙
を
発
行
し
て
い
た
の
は
、
警
察
当
局
や
有
志
の
警
官
で
は
な
か
っ
た
。
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
に
事
務
所
を
構
え
る
、
T
・
モ
リ
ニ

ュ
ー
ク
ス
と
い
う
プ
ロ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
企
画
、
発
行
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
り
、
紙
上
で
彼
は
、
「
こ
れ
ま
で
五
つ
の
新
聞
を
手
懸
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
こ
と
の
あ
る
敏
腕
編
集
長
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
の
運
営
に
は
、
同
紙
の
創
刊
と
同
時
に
設
立
さ
れ
た
警
察
相
互
扶
助
協
会
（
℃
亀
8
竃
簿
β
臨
〉
。
。
し
。
霞
磐
。
Φ

〉
。
・
ω
・
。
導
一
。
員
以
下
P
M
A
A
と
略
す
）
が
深
く
関
与
し
て
い
た
。
P
M
A
A
委
員
会
は
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
嚇
の
編
集
長
と
頻
繁
に
会

合
を
持
ち
、
運
営
指
針
な
ど
に
つ
い
て
も
討
議
し
て
い
る
。
紙
面
を
通
し
て
会
員
を
募
り
、
情
報
を
発
信
し
た
P
M
A
A
は
、
『
ポ
リ
ス
・

ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
と
い
う
媒
体
な
く
し
て
は
機
能
し
え
な
か
っ
た
。
事
実
、
『
ポ
リ
ス
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
と
難
名
変
更
し
た
一
八
八
八
年
、
こ

の
新
聞
は
P
M
A
A
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
レ
コ
ー
ド
と
し
て
再
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
時
代
、
P
M
A
A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
予
算
が
同
紙
に
割
か
れ
る
こ
と
は
一
切
な
く
、
経
営
は
新
聞
の
売
り
上
げ
と
広
告
収
入
の
み
で
支
え
ら
れ
て
い
た
。

　
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
嚇
の
発
行
部
数
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
次
章
で
検
証
す
る
P
M
A
A
の
会
員
数
と
同
程
度
の
伸
び

率
と
地
理
的
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
広
告
主
も
ロ
ン
ド
ン
だ
け
で
な
く
、
コ
ベ
ン
ト
リ
、
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
、

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
、
ダ
ブ
リ
ン
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
、
同
紙
が
広
く
流
布
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー

デ
ィ
ア
ン
』
の
「
発
行
部
数
」
が
た
だ
ち
に
「
読
者
数
」
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
購
入

さ
れ
た
部
数
が
一
部
門
も
、
そ
れ
を
掲
示
板
に
貼
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
複
数
の
者
が
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
に
ふ
れ
る
機
会
を
持
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
。
警
察
内
の
図
書
室
の
存
在
や
園
し
読
み
の
可
能
性
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
発
行
部
数
よ
り
は
は
る
か
に
多
く
の
警
官
が
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー

デ
ィ
ア
ン
隠
を
読
み
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
叫
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
は
、
経
営
上
は
警
察
当
局
や
P
M
A
A
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
警
察
機
関
紙
」
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事
実
と
、
「
読
み
手
」
の
認
識
に
は
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
る
。
創
刊
当
初
か
ら
一
八
八
○
年
代
に
至
る

ま
で
、
同
紙
に
は
警
官
か
ら
の
投
書
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
投
書
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
彼
ら
の
多
く
が
こ
の
新
聞
を
「
警

70 （738）
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察
の
機
関
紙
」
あ
る
い
は
「
P
M
A
A
の
機
関
紙
」
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
常
に
警
官
の
待
遇
改
善
運
動
と
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

定
の
距
離
を
と
り
続
け
た
『
タ
イ
ム
ズ
隠
で
さ
え
、
一
八
六
八
年
に
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
を
警
察
の
機
関
紙
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
は
、
単
な
る
「
自
称
」
機
関
紙
で
は
な
か
っ
た
。
同
紙
の
主
た
る
読
者
で
あ
る
警
官
に
も
、
ト
ッ
プ
紙
『
タ
イ

ム
ズ
扇
の
読
者
た
る
市
民
層
に
も
、
警
官
の
利
害
を
守
る
機
関
紙
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
機
関
紙
を
自
称
し
て
い
る
以
上
、
事
件
報
道
や
投
書
の
選
別
に
＝
疋
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
危
険
性
は
否
め
な
い
。
し
か
し
『
ポ
リ
ス
・

ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
末
端
警
官
の
生
の
声
を
伝
え
て
く
れ
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
部
分
的
に
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
引
用
し
た
先
行
研
究
は
存
在
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
分
析
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
警
官
た
ち
の
職
業
意
識
、
警
察
組
織
へ
の
帰
属
意
識
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
組
織
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
末
端
警
官
の
職
業
意
識
は
、
警
察
機
構
が
十
分
な
機
能
を
果
た
す
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

く
る
。
警
察
権
力
を
実
社
会
の
な
か
で
行
使
す
る
末
端
警
官
が
、
ひ
と
つ
の
「
装
置
」
、
あ
る
い
は
「
制
度
」
と
し
て
の
警
察
の
主
体
的
な
担

い
手
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
、
こ
の
新
聞
が
創
刊
さ
れ
た
い
八
六
六
年
か
ら
八
五
年
ま
で
の
二
〇
年
間
の
な
か
に
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。

　
　
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
嚇
が
情
報
を
発
信
し
た
二
〇
年
間
は
、
警
官
が
団
結
し
て
待
遇
改
善
要
求
を
行
な
っ
た
最
初
の
時
期
に
相
当
す

る
。
彼
ら
の
職
業
意
識
の
形
成
が
、
警
察
に
対
す
る
社
会
的
合
意
の
獲
得
や
警
察
権
力
の
確
立
に
果
た
し
た
役
割
を
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ

ア
ン
瞼
が
主
導
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
投
書
欄
の
言
説
の
な
か
に
さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
。

①
一
八
八
○
年
、
海
外
視
察
を
終
え
て
佐
和
正
が
内
務
卿
に
提
出
し
た
意
見
書
で

　
は
、
イ
ギ
リ
ス
警
察
は
「
昆
事
・
刑
事
の
警
察
に
と
ど
ま
っ
て
、
国
事
、
つ
ま
り

　
政
治
に
は
｝
切
関
与
し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
警
察
改
革
の
先

　
駆
者
、
川
路
利
良
は
、
イ
ギ
リ
ス
警
察
を
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の
警

　
察
と
区
別
し
、
「
ロ
ン
ド
ン
の
よ
う
な
豊
か
な
大
都
市
を
現
在
の
日
本
が
ま
ね
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。
大
陸
型
の
国
家
警
察
へ
の
道
を
選
択
し
た
日

　
本
の
目
に
、
イ
ギ
リ
ス
警
察
は
、
称
賛
に
値
す
る
も
の
の
～
種
特
殊
な
例
と
映
っ

　
た
と
い
え
る
。
大
日
方
純
夫
『
天
皇
制
警
察
と
昆
衆
』
日
本
評
論
杜
、
一
九
八
七

　
年
、
二
二
、
六
六
頁
。

②
新
警
察
は
大
陸
的
な
国
家
警
察
と
の
違
い
を
、
非
武
装
・
非
軍
隊
性
・
非
政
治

　
性
に
求
め
た
だ
け
で
な
く
、
消
防
や
事
故
防
止
を
重
要
任
務
と
し
て
強
調
す
る
こ

　
と
で
、
杜
会
奉
仕
型
の
布
民
警
察
を
ア
ピ
ー
ル
し
ょ
う
と
し
た
。
拙
稿
「
｛
九
世

71　（739）



　
紀
イ
ギ
リ
ス
新
警
察
の
誕
生
－
州
警
察
改
革
を
中
心
に
一
」
噸
寧
楽
史
苑
㎞

　
第
四
二
号
、
一
九
九
七
年
、
一
六
－
一
八
頁
。
（
以
下
、
「
イ
ギ
リ
ス
新
警
察
の
誕

　
生
」
と
略
す
）

③
拙
稿
「
イ
ギ
り
ス
新
警
察
の
社
会
的
受
容
i
警
察
批
判
の
性
質
と
変
化
を
中

　
心
に
1
扁
『
西
洋
史
学
』
第
～
八
九
号
、
一
九
九
八
年
。
（
以
下
、
「
イ
ギ
リ
ス

　
新
警
察
の
社
会
的
受
容
」
と
略
す
）

④
本
稿
で
は
末
端
警
官
を
「
制
服
を
着
て
ビ
ー
ト
（
持
ち
場
）
を
巡
回
す
る
警

　
宮
」
と
定
義
し
て
お
く
。
階
級
的
に
は
、
巡
査
と
巡
査
部
長
の
一
部
が
含
ま
れ
る
。

⑤
一
八
七
三
年
に
糊
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
蜘
と
改
称
後
、
一
八
八
八
年
に
は

　
『
ポ
リ
ス
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
、
一
九
一
二
四
年
に
は
『
ポ
リ
ス
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
・
ア

　
ン
ド
・
コ
ン
ス
タ
ブ
ラ
リ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
輪
と
計
三
度
の
紙
名
変
更
を
行
な
っ
て

　
い
る
。

⑥
ざ
N
§
O
§
蓮
§
し
り
き
σ
Q
．
し
。
。
お
．
（
以
下
、
、
Ω
と
略
す
）

⑦
三
ヵ
月
の
予
約
購
読
制
を
あ
ら
た
め
一
部
売
り
を
開
始
し
た
一
八
七
二
年
頃
か

　
ら
経
営
が
軌
道
に
乗
り
は
じ
め
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
㎎
ポ
リ
ス
・
ガ
…
デ
イ

ア
ン
隔

　
一
八
六
六
年
（
三
ヵ
月
）

　
｝
八
六
八
年
（
三
ヵ
月
）

　
【
八
七
二
年
（
一
部
）

　
一
八
七
九
年
（
一
部
）

　
一
八
八
○
年
（
一
部
）

　
【
八
八
八
年
（
一
部
）

の
価
格
の
推
移
は
以
下
の
通
り
。

⑧
一
八
七
八
年
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
、

　
発
化
す
る
。
住
民
の
寄
贈
中
心
の
、
小
規
模
な
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
、
Ω
”
鱒
ρ
∪
㊦
o
‘
一
〇
。
刈
。
。
一
ト
⊃
押
冨
舞
曽
一
〇
。
刈
Φ
芦
伊
ω
Φ
唱
．
一
一
〇
。
○
。
卜
○
．
な
ど
。

⑨
　
§
画
§
§
舞
一
一
り
曾
r
一
。
。
①
。
。
9

⑩
ω
羅
島
暴
鈍
○
Ψ
国
§
轟
貯
§
8
試
§
9
ミ
§
§
§
§
鴨
凄
、
§
翫
§
駄

　
肉
謡
賦
蓉
　
㍗
。
獣
嵩
§
N
　
ざ
ミ
馬
　
き
、
ら
鴨
獅
　
一
。
。
O
孚
。
。
ρ
　
じ
。
匿
§
▼
　
一
り
。
。
♪

　
箸
．
霜
㎝
∴
b
。
メ
閃
ヨ
。
。
『
ざ
ρ
甲
§
偽
歯
軋
慧
ぎ
N
§
、
蒼
蒼
N
軌
§
ミ
§
蹴
恥
鼠
ミ
§
・

　
ミ
電
ト
。
注
。
誇
6
⑩
一
一
署
．
④
伊
め
◎

：
一
ニ
シ
リ
ン
グ
王
ペ
ン
ス

：
ニ
シ
リ
ン
グ
ニ
ペ
ン
ス

：
一
ペ
ニ
ー

：
ニ
ペ
ン
ス

：
二
・
五
ペ
ン
ス

：
一
・
五
ペ
ン
ス

　
　
　
　
警
察
内
に
図
書
室
を
設
け
る
動
き
が
活

72　（740）

第
【
章
　
噴
出
す
る
不
満

（一

j
　
規
律
・
危
険
・
孤
立

　
　
九
世
紀
前
半
の
警
察
改
革
を
経
て
全
国
に
設
立
さ
れ
た
新
警
察
に
は
、
ど
う
い
つ
だ
人
が
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
農
業

労
働
者
が
多
数
を
占
め
る
警
察
も
あ
れ
ば
、
鉄
道
関
係
者
、
監
獄
の
看
守
、
各
種
熟
練
・
非
熟
練
労
働
者
、
事
務
員
な
ど
そ
の
職
歴
は
多
彩
で

　
①

あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
集
ま
っ
た
人
材
も
長
く
は
と
ど
ま
ら
な
い
傾
向
が
あ
り
、
警
官
の
離
職
率
の
高
さ
は
、
常
に
当
局
の
悩
み
の
種
で
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あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
八
四
〇
年
に
新
警
察
が
設
立
さ
れ
た
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
で
は
、
最
初
の
六
ヵ
月
間
で
人
員
の
二
五
％
が
解
雇
、
四
五
年
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
五
〇
年
ま
で
の
五
年
間
で
、
全
体
の
五
分
の
二
に
あ
た
る
三
六
六
名
が
一
年
以
内
で
離
職
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
彼
ら
が
警
察
に
入

る
こ
と
を
失
業
中
の
一
時
し
の
ぎ
と
し
か
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
警
察
官
ど
い
う
も
の
が
ひ
と
つ
の
職
業
と
し
て
十
分
な
社
会
的
認
知

を
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
に
寄
せ
ら
れ
た
投
書
は
、
そ
の
八
割
が
末
端
警
官
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
所
属
警
察
や
実
名
を
記
し
た
も

の
は
少
な
い
も
の
の
、
内
容
や
「
巡
査
」
「
巡
査
部
長
」
と
い
っ
た
署
名
か
ら
、
投
書
者
の
階
級
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
末
端
警
宮
の

多
く
が
匿
名
で
投
書
し
た
の
に
対
し
、
各
地
方
警
察
本
部
長
か
ら
の
投
書
は
実
名
記
載
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
ト
ピ
ッ
ク
は
限
ら
れ
て

お
り
、
年
金
、
賃
金
、
合
併
な
ど
、
警
察
の
運
営
上
の
問
題
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
。

　
末
端
警
固
の
投
書
者
の
多
く
が
、
咽
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
を
職
場
へ
の
不
満
を
吐
露
す
る
場
と
し
て
利
用
し
た
。
同
紙
に
寄
せ
ら
れ

た
不
満
の
投
書
か
ら
は
、
厳
格
な
規
律
、
危
険
、
孤
立
と
い
っ
た
、
警
察
宮
と
い
う
職
業
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
職
務
規

則
は
各
警
察
が
独
自
に
作
成
し
た
た
め
内
容
に
は
開
き
が
あ
る
が
、
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
副
業
の
禁
止
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

選
挙
資
格
の
剥
奪
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
法
律
が
制
定
さ
れ
た
頃
は
、
末
端
警
官
は
選
挙
権
を
認
め
ら
れ
る
階
層
に
は
な
か

っ
た
の
で
、
こ
う
し
た
措
置
に
対
す
る
反
発
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
投
書
者
の
不
満
は
、
全
国
的
に
見
れ
ば
比
較
的
め
ず
ら
し
い
規

則
、
た
と
え
ば
妻
の
就
業
禁
止
、
結
婚
す
る
さ
い
の
本
部
長
の
許
可
、
非
番
の
と
き
の
制
服
着
用
や
パ
ブ
へ
の
出
入
り
禁
止
と
い
っ
た
も
の
に

集
申
し
た
。

　
一
八
七
二
年
の
噌
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
社
説
は
、
藻
岩
に
課
さ
れ
た
厳
格
な
規
則
を
列
挙
し
、
コ
雇
用
主
が
噸
勝
手
に
結
婚
し
た

ら
解
雇
す
る
ぞ
』
と
脅
し
た
ら
、
労
働
者
は
何
と
言
う
だ
ろ
う
か
。
も
う
誰
も
彼
の
た
め
に
働
い
て
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。
警
察
の
福
祉
向
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
阻
害
す
る
よ
う
な
規
則
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
」
と
訴
え
て
い
る
。
警
官
た
ち
の
怒
り
の
矛
先
は
、
非
番
の
と
き
の
拘
束
や
、
家
族
に
関
す
る

も
の
な
ど
、
彼
ら
の
日
常
生
活
、
私
的
な
領
域
に
踏
み
込
ん
で
く
る
規
則
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
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ま
た
、
警
察
官
は
常
に
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
一
八
七
六
年
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
に
投
書
を
寄
せ
た
あ
る
巡
査
は
、

兵
士
と
比
較
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。

　
　
た
と
え
戦
争
が
勃
発
し
て
も
兵
士
は
必
ず
し
も
前
線
に
送
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
警
官
は
常
に
目
の
前
に
敵
が
い
る
上
、
そ
の
敵
は
兵
士
が
闘
う
相

　
　
手
よ
り
は
る
か
に
残
虐
で
あ
る
。
…
…
常
に
誰
か
が
、
法
の
手
先
〔
星
宮
〕
に
対
し
復
讐
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
る
。
粗
野
で
無
法
な
者
た
ち
の
間
で
は
、

　
　
警
官
は
機
会
さ
え
あ
れ
ば
い
つ
で
も
虐
待
に
値
す
る
敵
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
住
民
た
ち
は
警
官
が
ご
ろ
つ
き
連
中
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
の
を
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
も
、
な
ぜ
か
と
め
よ
う
と
は
し
な
い
。

　
こ
の
投
書
か
ら
は
、
警
官
に
対
す
る
敵
対
意
識
が
下
層
階
級
の
問
に
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
警
官
が
虐
待
さ
れ
る
の
を
見
て
見

ぬ
ふ
り
を
す
る
住
民
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
。
あ
か
ら
さ
ま
な
敵
対
意
識
を
持
っ
て
の
「
暴
行
」
ば
か
り
で
な
く
、
警
官
が
絶
え
間
な
い
潮

笑
や
蔑
視
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
あ
る
巡
査
が
住
民
に
投
げ
つ
け
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
「
善
人
も
い
れ
ば

悪
人
も
い
る
。
世
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
部
類
の
人
間
が
い
る
け
れ
ど
も
、
俺
は
警
察
官
の
制
服
を
着
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
小
犬
に
な
っ
て
悪
魔
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

吠
え
る
方
が
ま
だ
ま
し
だ
」
。
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
隔
に
投
書
し
て
き
た
警
官
た
ち
が
望
ん
だ
の
は
、
彼
ら
の
日
常
に
潜
む
こ
う
し
た
危

険
や
耐
え
難
い
疎
外
感
に
見
合
う
だ
け
の
待
遇
だ
っ
た
。

74 （742）

（
二
）
　
待
遇
改
醤
運
動
－
賃
上
げ
要
求
と
年
金
運
動
の
展
開
一

　
警
官
た
ち
は
投
書
の
な
か
で
、
何
よ
り
も
ま
ず
賃
金
の
引
き
上
げ
と
労
働
時
間
の
短
縮
を
訴
え
た
。
賃
上
げ
を
要
求
す
る
警
官
の
主
張
に
は

二
つ
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
他
の
職
業
と
の
比
較
で
警
察
の
相
対
的
な
賃
金
の
低
さ
を
主
張
す
る
も
の
で
、
機
械
工
、
煉
瓦
職
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
っ
た
熟
練
職
の
賃
金
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
。
も
う
～
つ
は
、
地
方
警
察
ご
と
の
賃
金
格
差
に
対
す
る
不
満
で
、
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
の
は
所
属
警
察
の
賃
金
の
低
さ
で
あ
っ
た
。
一
八
七
〇
年
代
、
都
市
部
を
中
心
に
相
次
い
で
起
こ
っ
た
賃
上
げ
要
求
で
は
、
後
者
の
論
理
が

も
ち
い
ら
れ
た
。
一
八
七
三
年
、
ブ
リ
ス
ト
ル
警
察
の
巡
査
が
提
出
し
た
賃
上
げ
嘆
願
書
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
、
マ
ン
チ
ェ
ス
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⑨

タ
ー
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
と
い
っ
た
大
都
市
警
察
の
賃
金
体
系
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
規
模
や
性
質
の
似
た
警
察
の
給
与
を
引
き
合
い
に
出
す
こ

と
は
、
自
ら
の
要
求
を
正
当
化
す
る
上
で
有
効
だ
っ
た
。
他
の
労
働
者
、
あ
る
い
は
他
の
警
察
と
の
比
較
は
、
賃
上
げ
を
訴
え
る
投
書
の
常
套

手
段
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
比
較
」
の
た
め
の
情
報
を
提
供
し
た
の
が
咽
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
で
あ
っ
た
。

　
労
働
時
間
に
関
す
る
不
満
の
投
書
に
も
、
他
の
労
働
者
と
の
比
較
が
目
に
つ
く
。
批
判
が
集
中
し
た
の
は
日
曜
出
勤
や
夜
勤
、
そ
し
て
＝
一

時
間
以
上
に
の
ぼ
る
長
時
間
労
働
で
あ
っ
た
。
労
働
時
間
に
対
す
る
不
満
の
声
は
、
余
暇
の
拡
大
を
望
む
声
で
も
あ
っ
た
。
一
八
七
二
年
に
寄

せ
ら
れ
た
投
書
で
は
、
余
暇
の
獲
得
が
労
働
者
の
当
然
の
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
　
警
察
窟
に
日
曜
日
は
な
い
が
、
他
の
労
働
者
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
彼
ら
は
土
曜
の
午
後
二
時
に
は
仕
事
を
引
き
あ
げ
、
海
辺
へ
小
旅
行
を
し
、
新
鮮
な
空

　
　
気
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
日
曜
に
は
教
会
へ
足
を
運
び
、
月
曜
の
朝
に
は
延
金
に
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
仕
事
に
戻
る
の
だ
。
…
…

　
　
警
宮
た
ち
が
一
致
団
結
す
れ
ば
恐
る
べ
き
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
断
固
た
る
態
度
で
、
そ
し
て
思
慮
分
別
を
持
っ
て
、
労
働
者
と
し
て
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
然
の
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
の
行
動
を
開
始
し
よ
う
。

　
賃
上
げ
や
労
働
時
間
の
短
縮
を
訴
え
る
投
書
に
「
団
結
」
、
「
決
起
」
と
い
っ
た
言
葉
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
八
七
二
年
以
降
の
こ

と
で
あ
る
。
嘆
願
書
集
め
を
中
心
に
行
な
わ
れ
た
賃
上
げ
要
求
の
成
果
は
、
七
三
年
か
ら
七
五
年
忌
か
け
て
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の

　
　
　
　
　
　
　
⑪

紙
面
を
に
ぎ
わ
し
た
。
賃
上
げ
要
求
が
一
八
七
二
年
に
集
中
し
て
起
こ
っ
た
事
実
は
、
一
つ
の
「
成
功
例
」
が
他
の
警
察
に
所
属
す
る
警
官
た

ち
を
鼓
舞
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
連
鎖
反
応
に
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
が
果
た
し
た
役
割
を
看
過
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　
各
地
方
警
察
単
位
で
行
な
わ
れ
た
賃
上
げ
要
求
と
は
違
い
、
年
金
制
度
に
対
す
る
警
官
た
ち
の
不
満
は
、
全
国
的
な
「
運
動
」
に
ま
で
発
展

し
た
。
年
金
問
題
に
関
す
る
記
事
は
、
社
説
や
投
書
を
含
め
て
も
っ
と
も
数
が
多
く
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
が
積
極
的
に
取
り
組
ん

だ
様
子
が
う
か
が
え
る
。
各
州
警
察
は
～
八
四
〇
年
法
以
降
、
各
バ
ラ
警
察
は
一
八
四
八
年
法
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
年
金
基
金
を
設
置
し
、
独
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
運
営
を
行
な
っ
て
い
た
。
年
金
の
支
給
対
象
と
さ
れ
た
の
は
勤
続
～
五
年
以
上
の
者
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
支
給
す
る
か
否
か
は
各
当
局
の
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⑬

自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
警
官
の
「
権
利
」
は
一
切
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
全
国
的
に
破
綻
寸
前
の
基
金
が
多
か
っ
た
た
め
、
永
年
勤
め

て
も
退
職
金
の
み
の
支
給
と
い
う
ケ
ー
ス
も
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
　
八
六
〇
年
代
に
多
か
っ
た
の
は
、
退
職
金
の
み
の
支
給
や
当

局
の
自
由
裁
量
に
対
す
る
不
満
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
八
六
七
年
の
投
書
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
訴
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
体
を
こ
わ
し
た
警
官
は
、
長
い
間
警
察
に
奉
公
し
て
い
な
が
ら
、
わ
ず
か
な
退
職
金
と
と
も
に
世
間
に
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
…
…
健
康
を
害
し
て
働

　
　
け
な
く
な
っ
た
警
官
た
ち
に
退
職
金
を
付
与
す
る
権
限
を
握
っ
て
い
る
の
は
四
季
裁
判
所
の
判
事
だ
け
な
の
だ
。
こ
う
し
た
決
定
は
一
入
の
人
間
の
気
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
れ
や
好
き
嫌
い
に
左
右
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
～
八
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
具
体
的
な
改
革
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
議
論
が
集
中
し
た
の
は
、
警

官
は
何
年
勤
続
し
た
ら
受
給
権
を
獲
得
す
べ
き
か
、
年
令
制
限
を
設
け
る
か
否
か
、
破
綻
寸
前
の
基
金
を
い
か
に
運
営
し
て
い
く
か
の
三
点
で
、

こ
う
し
た
論
争
は
、
「
一
定
期
間
勤
め
た
警
官
は
、
年
金
受
給
の
権
利
を
獲
得
す
る
」
と
の
前
提
で
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
警
官

の
離
職
率
が
低
下
し
て
き
た
と
の
言
説
が
投
書
欄
で
も
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
一
八
七
五
年
に
発
足
し
た
警
察
年
金
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で

は
、
証
言
に
立
っ
た
勤
続
一
九
年
の
あ
る
巡
査
が
、
警
官
の
離
職
率
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
以
前
は
五
年
で
メ
ン
バ
ー
が

一
新
す
る
ほ
ど
離
職
率
は
高
か
っ
た
が
、
こ
こ
数
年
、
待
遇
の
改
善
で
か
な
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
は
年
金
問
題

⑮だ
」
。
警
察
宮
と
い
う
仕
事
を
続
け
る
か
否
か
の
決
断
に
、
年
金
問
題
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
嚇
紙
上
で
展
開
さ
れ
た
改
革
論
争
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
の
が
、
幹
部
ク
ラ
ス
と
末
端
警
官
と
の
意
識
の
ず
れ
で

あ
る
。
一
八
七
三
年
に
掲
載
さ
れ
た
あ
る
巡
査
の
投
書
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
勤
続
年
数
を
二
五
年
に
設
定
し
て
も
、
肉
体
労
働
を
～
切
行
な
わ
な
い
幹
部
に
は
、
何
の
問
題
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
年
金
だ
け
が
頼
み
で
あ
る
巡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
査
ク
ラ
ス
の
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
淡
い
望
み
で
し
か
な
い
。

　
他
に
も
、
警
察
内
に
年
金
に
対
す
る
不
満
は
な
い
と
の
投
書
を
寄
せ
た
、
あ
る
警
察
本
部
長
の
言
に
対
し
、
「
本
部
長
と
巡
査
は
同
じ
船
に

　
　
　
　
　
　
⑰

は
乗
っ
て
い
な
い
」
と
の
不
満
の
投
書
が
殺
到
す
る
な
ど
、
二
五
年
で
十
分
と
す
る
幹
部
ク
ラ
ス
と
、
二
〇
年
に
固
執
す
る
巡
査
ク
ラ
ス
と
の
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溝
は
容
易
に
は
埋
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
内
部
分
裂
の
危
機
を
孕
み
つ
つ
も
、
警
察
年
金
運
動
は
、
幹
部
ク
ラ
ス
の
主
導
の
も
と
着
実

な
進
展
を
見
せ
た
。
「
も
し
我
々
が
．
．
、
ひ
①
ワ
。
霧
Φ
、
．
〔
議
会
〕
の
扉
を
叩
き
続
け
な
け
れ
ば
、
警
察
内
の
不
満
が
解
消
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
。
…
…
我
々
は
、
こ
の
重
要
な
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
く
れ
る
貴
紙
の
力
と
警
官
の
結
束
力
が
、
成
功
と
い
う
王
冠
を
勝
ち
取
る
日
を
待
ち

　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

望
ん
で
い
る
」
。
こ
の
投
書
が
掲
載
さ
れ
た
一
八
七
五
年
、
運
動
は
最
高
潮
に
達
し
、
つ
い
に
初
の
全
国
集
会
が
開
催
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
議

会
も
つ
い
に
重
い
腰
を
あ
げ
、
特
別
委
員
会
を
任
命
す
る
こ
と
で
警
察
年
金
問
題
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
運
動
を
全
国
規
模
の
も
の
と
し
、
議
会
の
関
心
を
高
め
る
の
に
～
役
買
っ
た
の
が
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
編
集
長
T
・
モ
リ
ニ

ュ
ー
ク
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
P
M
A
A
の
委
員
会
メ
ン
バ
ー
と
共
に
た
び
た
び
ロ
ン
ド
ン
に
赴
き
、
特
別
委
員
会
の
議
長
で
あ
る
内
務
次
宮

　
　
　
　
　
⑳

と
面
談
し
た
り
、
委
員
会
で
自
ら
証
言
に
立
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
モ
リ
ニ
ュ
ー
ク
ス
は
、
全
国
集
会
で
採
択
さ
れ
た
二
五
年
案
は
警

官
の
総
意
で
は
な
く
、
二
〇
年
案
こ
そ
が
末
端
警
官
た
ち
の
望
み
で
あ
る
こ
と
、
上
層
部
に
か
た
よ
っ
て
い
る
証
言
者
を
宋
端
ク
ラ
ス
に
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
訴
え
た
。
こ
れ
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
委
員
会
で
は
そ
の
後
、
巡
査
ク
ラ
ス
の
者
が
多
数
証
言
に
立
つ
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
た
モ
リ
ニ
ュ
ー
ク
ス
の
言
動
や
、
社
説
を
通
し
た
団
結
や
決
起
の
呼
び
か
け
は
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
を
表
現
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
し
た
P
M
A
A
が
労
働
組
合
的
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　
一
八
七
七
年
、
二
年
に
わ
た
る
調
査
を
経
て
特
別
委
員
会
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
直
後
は
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
㎏
の
投
書
欄
に

も
楽
観
ム
ー
ド
が
漂
っ
て
い
た
。
し
か
し
翌
七
八
年
に
は
早
く
も
、
法
案
が
提
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
安
や
苛
立
ち
を
ぶ
つ
け
た
投
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
七
八
年
　
一
月
に
掲
載
さ
れ
た
あ
る
巡
査
の
投
書
で
は
、
「
過
去
の
例
か
ら
推
察
す
る
と
、
こ
の
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
か
な
い
か
ぎ
り
法
制
化
は
あ
や
し
い
だ
ろ
う
」
と
の
言
に
続
け
て
、
再
び
全
国
規
模
の
警
察
代
表
者
会
議
を
ひ
ら

く
必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
呼
び
か
け
に
応
え
る
形
で
、
一
八
八
○
年
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
、
P
M
A
A
を
基
盤
と
し
た
資
金
調

　
　
　
　
　
⑮

達
が
行
な
わ
れ
、
警
官
の
努
力
は
六
月
二
日
目
レ
ミ
ン
ト
ン
全
国
集
会
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
四
〇
名
の
代
表
者
会

議
に
対
す
る
末
端
警
官
の
反
発
は
大
き
く
、
結
局
は
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
の
読
者
の
間
に
諦
念
を
広
げ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
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《資料1》　『ポリス・ガーディアン』記事の変遷

〈不満〉 （翁争・キャンペーン〉　〈捜査・設儲の近代化〉 〈その他＞

PMAA発足

〈広告〉

1866　賃金に短する不満
　　　　　　（1866年～茎875年）

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

労働時間に対する不満

（　87G～72年）

昇進をめぐる論争①

（1868－7三年）

規則1こ対する不満　飲漉をめぐる論争

（1872一一8019・）　　　　　　（1872一一1875年）

1876　装薦品（制眼、ラトル、

　　　　ランプ〉に対する不満

1877　シティ警宮居隻規制への

　　　　不満

　　　　PMAAi：Kする不溝

王878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

年金還動盛り上がり①

　　　．　余暇をめぐる譲争

　　　　　　（1875～77年）

中央集権化謁争

昇進をめぐる譲争②

（三877～79年）

年金運動盛i｝上がり②

拳鍛購争
（1881～85年〉

年金運動盛り一とがり③

選挙騰争
消防活動をめぐる八二

写真技街導入

（187三～77年）

電認導入必要性アピール

救急活動

（1878～85年）

電話導入

自転輔λ

警察孤児院オープン

クリケット試合（一一三985年）

U一ピー配給

（1870－75年）

賃上げ、待遇改善

G872～78年〉

パーティー

（～重885年）　．

運動会（一一1885年）

夕食会（～1885年）

ピクニック

（’一IZZ5年〉

図書館設置

拳銃による警霧襲撃

（1879－85年）

　
　
　
　
ラ

　
　
会
畔

搬
鵬
囲

濤
の
総

林
示
そ
G

『警官必携辞典』

トスリ法
刺

（
疋
名

劉
卿
用

ム
質
官

議
灘
憎

ム
瓢員委金年

書

察
出
口

警
報

r警察マニュアル」

rある刑事の園想録』

自韓

巡査韻マニュアル

ブック

消防梯子車

懐中時計

笛、拳銃、制服

遺言状作成マニaアル

PMAA委員会
記念写真
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ヴィクトリアン・ボビーの形成（林磁）

　
⑳

つ
た
。

　
年
金
運
動
は
、
～
八
六
六
年
か
ら
八
五
年
ま
で
の
二
〇
年
間
で
、
七
五
年
、
八
○
年
、
八
四
年
と
三
度
の
高
揚
期
を
迎
え
た
。
一
八
八
二
年

か
ら
八
五
年
に
か
け
て
、
警
察
年
金
法
案
は
計
四
回
議
会
に
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
す
べ
て
廃
案
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
い
る
。
結
局
、
警
官
が

年
金
受
給
権
を
獲
得
す
る
に
は
、
三
度
目
の
全
圏
集
会
が
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
一
八
八
四
年
忌
ら
、
さ
ら
に
五
年
の
歳
月
を
待
た
ね
ば
な

　
　
　
　
⑳

ら
な
か
っ
た
。
一
八
八
四
年
に
議
会
で
廃
案
決
定
が
な
さ
れ
て
以
後
、
年
金
運
動
は
急
速
に
弱
ま
っ
て
い
っ
た
。
運
動
の
衰
退
と
呼
応
す
る
か

の
よ
う
に
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
記
事
も
明
ら
か
に
精
彩
を
欠
く
よ
う
に
な
る
。
毎
週
の
よ
う
に
紙
面
を
に
ぎ
わ
し
た
投
書
が
激

減
し
た
だ
け
で
な
く
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
自
ら
の
言
葉
で
警
宮
た
ち
に
闘
争
を
呼
び
か
け
る
こ
と
を
や
め
、
社
説
欄
さ
え
他
紙

か
ら
の
転
載
で
間
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
が
警
官
た
ち
の
活
発
な
議
論
の
場
と
し
て
の
機
能
を
失

っ
た
原
因
の
一
端
は
、
三
波
に
わ
た
る
高
揚
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
動
が
立
法
化
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
八
八
四
年
、
警

察
年
金
法
案
の
廃
案
決
定
が
な
さ
れ
る
と
、
投
書
者
の
間
に
は
深
い
絶
望
が
広
が
っ
た
。

　
　
現
在
警
察
に
蔓
延
し
て
い
る
理
不
尽
な
慣
習
に
対
し
て
、
政
府
が
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
…
…
我
々

　
　
は
今
、
法
案
が
内
務
省
で
ゴ
ミ
と
蜘
蛛
の
巣
に
ま
み
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
実
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
痛
感
し
て
い
る
。

　
以
後
、
一
八
九
〇
年
の
立
法
化
ま
で
全
国
規
模
の
集
会
が
ひ
ら
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
年
金
法
の
改
正
を
望
む
警

官
た
ち
が
、
い
か
に
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
に
多
く
を
期
待
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
よ
う
。
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
挫
折
は
、
警
官
の
問
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
「
機
関
紙
」
の
存
続
も
危
う
く
す
る
ほ
ど
の
絶
望
感
を
持
っ
て
受
け
と

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
警
官
の
リ
ク
ル
ー
ト
源
と
な
っ
た
の
は
、
農
業
労
働
者
で
あ
っ
た
と
い
う
従
来
　
　
　
　
　
指
摘
し
て
い
る
。
ω
鼠
h
∬
カ
■
㌦
．
d
皆
き
℃
o
一
帥
。
冒
σ
q
ぎ
国
ゆ
「
ξ
＜
一
〇
8
菖
磐
団
コ
σ
q
・

　
　
の
説
に
対
し
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
初
期
の
ヨ
ー
ク
で
は
、
農
　
　
　
　
　
冨
巳
一
。
。
ω
甲
一
〇
。
伊
Q
．
－
§
8
蓑
智
器
㍉
⑩
。
。
。
。
一
ω
δ
①
匹
日
§
曽
愚
．
ら
鈍
薯
．
。
。
O
－
り
ρ

　
　
業
労
働
者
は
三
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
、
ス
テ
ィ
ー
ド
マ
ン
は
、
警
官
の
　

②
℃
p
ぎ
①
さ
ω
．
国
‘
き
N
§
§
蹴
‡
ミ
§
§
肉
鑓
§
蹴
§
軋
詮
貯
ミ
ミ
。
。
O
山
。
。
O
ρ

　
　
職
歴
の
多
彩
さ
と
、
一
八
五
六
年
法
（
警
察
設
立
義
務
化
）
施
行
前
後
の
変
化
を
　
　
　
　
　
O
Φ
ヨ
げ
『
観
σ
q
㊦
Q
巳
く
①
邑
ぞ
℃
器
ω
ω
ワ
一
⑩
㊤
O
も
．
戯
総
’
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③
　
～
八
八
七
年
法
で
警
官
の
議
会
選
挙
権
が
、
一
八
九
三
年
法
で
地
方
選
挙
権
が

　
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
、
警
官
に
地
方
選
挙
権
を
与
え
て
い
る
地
域

　
も
あ
っ
た
。
一
八
五
二
一
五
三
年
報
告
書
は
、
ノ
リ
ッ
ジ
と
バ
ー
ス
を
そ
の
例
と

　
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ぎ
、
N
貯
ミ
§
ミ
q
ξ
ミ
勲
蕊
窃
N
－
α
ρ
×
×
×
＜
炉
浄
貯
9

　
0
0
§
ミ
ミ
亀
§
S
さ
ご
嵩
魯
象
§
周
＆
零
N
§
§
肉
轟
N
§
窪
き
N
跨
霜
℃
鼠
勲
ミ
ミ
民

　
漣
二
幅
§
。
糞
℃
．
お
■
㎎
ポ
肪
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
大
ま
か
な
記
事
の
変
遷
に

　
つ
い
て
は
、
資
料
ユ
参
照
。

④
　
ざ
、
譜
浄
、
鮭
聴
』
誉
鴨
ミ
穂
3
い
N
ω
Φ
賢
一
〇
。
謡
．
（
以
下
、
、
軌
込
・
と
略
す
）

⑤
抽
Ω
”
c
。
．
U
①
p
レ
。
。
“
①
■
〔
〕
内
筆
者
。

⑥
、
9
る
P
O
。
け
■
弘
。
。
↓
伊

⑦
、
向
鋳
8
曽
ω
Φ
℃
仁
。
。
刈
野

⑧
ス
テ
ィ
ー
ド
マ
ン
は
、
一
八
七
〇
年
代
の
ス
ト
は
各
警
察
単
位
の
も
の
に
と
ど

　
ま
り
、
全
国
的
な
団
結
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
ω
8
①
山
ヨ
9
P
魯
9
野

　
℃
■
一
G
。
9

⑨
、
O
る
0
し
巳
．
」
。
。
刈
G
。
．

⑩
、
動
鋭
9
ω
聲
し
。
。
謡
．

⑪
た
と
え
ば
～
八
七
三
年
一
〇
月
に
は
、
わ
ず
か
一
週
間
の
う
ち
に
、
ロ
ン
ド

　
ン
・
シ
テ
ィ
警
察
、
バ
ー
ケ
ン
ヘ
ッ
ド
警
察
、
ウ
ォ
リ
ン
ト
ン
警
察
、
バ
ー
ス
警

　
察
の
四
つ
が
賃
上
げ
に
踏
み
切
っ
た
と
の
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。
、
Ω
り
Q
。
噌

　
〉
賃
α
q
‘
一
c
Q
刈
ω
．

⑫
ω
帥
鼻
≦
。
f
。
．
。
。
。
。
し
。
。
さ
三
一
鮒
郎
≦
。
r
P
其
お
膳
。
。
’
財
源
お
よ
び
給

　
付
額
は
以
下
の
通
り
。

　
〈
財
源
〉

　
　
　
警
官
の
給
与
か
ら
の
天
引
き
（
一
マ
五
％
ま
で
）

　
　
　
病
欠
の
問
の
給
与

　
　
　
規
則
違
反
し
た
警
官
の
罰
金

　
　
　
容
疑
者
を
検
挙
し
た
警
官
へ
の
報
奨
金
の
半
額

　
〈
給
付
額
〉

　
　
　
勤
続
一
五
年
以
上
二
〇
年
未
満
；
給
与
の
半
額
以
下

　
　
　
勤
続
二
〇
年
以
上
　
　
　
　
　
：
給
与
の
三
分
の
二
以
下

　
バ
ラ
の
警
察
年
金
基
金
の
設
置
が
義
務
化
さ
れ
る
の
は
　
八
五
九
年
以
降
で
あ
る
。

⑬
す
で
に
年
金
基
金
の
支
出
が
収
入
を
上
回
っ
て
い
る
警
察
は
＝
州
、
全
体
の

　
二
八
・
二
％
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
ミ
、
、
貯
ミ
§
ミ
電
ミ
恥
舜
蕊
圃
メ
×
＜
曽
沁
魯
。
試

　
㌧
唱
ミ
暮
魅
影
㌧
9
ミ
ミ
ミ
聴
§
ぎ
N
§
ζ
偽
ミ
§
§
§
鳶
き
ミ
勢
〉
唱
Φ
巳
㎞
卸

　
H
＜
よ
り
算
出
。

⑭
、
勉
山
■
る
ρ
O
。
け
こ
回
。
。
①
N

⑮
津
ミ
§
§
欝
q
ξ
愛
隔
。
。
瞬
り
×
囲
H
H
り
沁
魯
ミ
辱
§
嵩
§
聖
ミ
O
。
ミ
ミ
馬
§

　
§
ぎ
N
§
防
§
ミ
§
§
翫
§
凄
暮
も
’
蕊
ω
ス
以
下
、
、
℃
レ
。
。
↓
伊
×
ヨ
と
略

　
す
）

⑯
℃
9
昼
U
①
ρ
レ
。
。
刈
ω
’

⑰
鵠
向
》
■
り
P
ぎ
σ
q
‘
｝
。
。
刈
卜
。
■

⑱
、
9
器
甲
冒
p
仏
。
。
録

⑲
一
八
七
五
年
四
月
二
日
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
の
全
国
集
会
の
様
子
に
つ
い
て
は
、

　
ヤ
Ω
辱
P
＞
陰
甲
一
〇
。
刈
⊂
随
　
一
9
＞
唱
「
こ
｝
Q
。
誤
．

⑳
、
鼻
ω
O
し
年
」
。
。
刈
0
．

⑳
鵠
鵠
レ
。
。
刈
伊
×
H
嬬
も
℃
．
。
。
？
O
P

⑫
　
警
察
労
働
組
合
の
結
成
は
一
九
一
三
年
中
が
、
組
合
運
動
に
関
与
し
た
新
聞

　
『
ポ
リ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
邑
が
創
刊
さ
れ
る
の
は
一
八
九
三
年
で
あ
る
。
翌
九
四
年
、

　
警
察
労
働
組
合
の
前
身
と
な
る
団
体
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ

　
ィ
ア
ン
輪
は
、
組
合
運
動
に
対
し
て
は
否
定
的
な
立
場
を
と
り
、
と
く
に
噸
ポ
リ

　
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
臨
が
創
刊
さ
れ
て
以
降
は
、
組
合
と
の
距
離
を
意
識
的
に
保
と
う

　
と
す
る
。
し
か
し
、
一
八
九
三
年
ま
で
の
問
、
噸
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
騙
が

（748）80



　
労
働
組
合
機
関
紙
と
し
て
機
能
し
た
点
は
否
定
で
き
な
い
。
警
察
労
働
組
合
に
つ

　
い
て
は
、
≧
δ
戸
く
ト
．
響
．
、
門
げ
㊦
客
ロ
鳳
8
毘
¢
巳
。
昌
。
｛
℃
〇
一
搾
Φ
き
山
勺
誘
。
昌

　
O
臨
8
『
し
・
．
、
甲
§
鳴
肉
ら
§
o
註
ら
ミ
恥
§
望
沁
鳴
ミ
鴨
厳
く
。
一
．
一
ザ
8
．
H
u
6
0
0
。
一
b
d
①
舞
響

　
即
甲
．
、
℃
o
一
坤
8
¢
霞
①
も
。
F
¢
巴
。
巳
N
舞
一
8
雪
一
塁
㊦
一
り
灯
り
ω
a
冨
冒
じ
陣
く
Φ
弓
o
o
一
．
．
曽

　
き
ミ
謡
ミ
駄
9
ミ
§
智
ミ
壱
建
§
糞
く
。
一
．
一
9
一
⑩
○
。
O
．

⑳
　
議
会
に
警
察
年
金
法
案
が
提
出
さ
れ
る
の
は
、
一
八
七
五
年
に
委
員
会
が
任
命

　
さ
れ
て
か
ら
七
年
後
の
一
八
八
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

⑳
、
9
c
。
ン
。
く
し
。
。
刈
。
。
’

⑳
一
八
八
○
年
二
月
六
日
の
投
書
で
巡
査
に
は
ニ
ペ
ン
ス
、
巡
査
部
長
と
警
部
に

　
は
王
ペ
ン
ス
の
寄
付
が
呼
び
か
け
ら
れ
（
、
Ω
“
◎
閏
①
げ
．
甲
一
。
。
c
。
O
）
、
三
月
か
ら
五

　
月
ま
で
の
間
に
全
国
の
警
察
か
ら
多
額
の
寄
付
金
が
集
ま
っ
た
。

⑳
℃
9
蕊
こ
§
仁
。
。
。
。
O
．

⑳
　
一
八
九
〇
年
法
に
よ
り
、
健
康
状
態
に
か
か
わ
り
な
く
、
勤
続
二
五
年
以
上
の

　
す
べ
て
の
警
官
に
年
金
受
給
権
が
認
め
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
各
警
察
当
局
に
は
そ

　
の
さ
い
の
最
低
年
令
（
五
〇
才
か
ら
六
〇
才
）
を
規
定
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。

　
き
、
§
ミ
§
§
喝
建
鷺
舜
一
Q
。
⑩
ρ
ご
メ
さ
ミ
。
ミ
嵩
魯
ミ
貯
暑
隷
ミ
馬
執
§
駄

　
凄
N
§
じ
ロ
ミ
署
「
ω
ム
’

⑳
、
9
戸
甘
r
お
。
。
野

第
二
章
　
連
帯
の
場
と
し
て
の
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』

ヴィクトリアン・ボビーの形成（林田）

（
こ
　
警
察
相
互
扶
助
協
会

　
警
察
相
互
扶
助
協
会
（
P
M
A
A
）
は
、
死
亡
し
た
警
官
の
寡
婦
に
見
舞
い
金
を
支
給
す
る
目
的
で
、
一
八
六
六
年
に
発
足
し
た
協
会
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
。
協
会
の
規
約
に
よ
る
と
、
入
会
は
地
方
警
察
単
位
で
、
必
ず
本
部
長
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
た
。
本
部
長
の
許
可
が
下
り
ず
に
加
盟
で
き

な
か
っ
た
警
察
が
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
八
六
七
年
五
月
に
寄
せ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
投
書
が
物
語
っ
て
く
れ
る
。

　
　
　
『
ポ
リ
ス
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
ア
ド
ヴ
ァ
タ
イ
ザ
ー
』
が
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
警
察
の
掲
示
板
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
て
か
ら
約
｝
年
が
過
ぎ
た
。
貴
紙

　
　
　
は
、
他
に
頼
れ
る
も
の
の
な
い
警
官
の
不
満
を
世
に
知
ら
し
め
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
…
…
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
警
察

　
　
　
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
P
M
A
A
へ
の
入
会
を
強
く
希
望
し
、
警
察
本
部
長
に
許
可
を
願
い
出
て
い
た
。
数
週
間
、
数
ヵ
月
が
過
ぎ
た
が
何
の
回
答
も

　
　
　
な
か
っ
た
。
…
…
そ
し
て
つ
い
に
加
入
禁
止
と
い
う
恐
る
べ
き
命
令
が
下
さ
れ
た
の
だ
。
あ
る
特
定
の
人
物
が
、
他
人
が
何
ら
か
の
協
会
に
入
会
す
る
の

　
　
を
禁
じ
る
権
限
を
持
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
協
会
に
加
入
す
る
こ
と
で
、
一
家
の
稼
ぎ
手
を
な
く
し
た
家
族
が
貧
困
の
苦
し
み
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《資料2》　P．M．A．A．会員数の推移
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の
許
可
」
を
も
と
め
た
の
は
、
労
働
組
合
色
を
払
拭
す
る
こ
と
で
待
遇
改
善
運
動
を
警
察
の

意
図
が
働
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
あ
く
ま
で
も
警
官
の
互
助
組
織
と
し
て
活
動
を
続
け
た
P
M
A
A
の
募
金
集
め
は
以
下
の
よ
う
な
要
領
で
行
な
わ
れ
た
。
ま
ず
『
ポ
リ
ス
・

ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
紙
上
に
、
死
亡
警
官
の
通
知
が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
通
知
に
も
と
づ
き
各
警
察
ご
と
に
集
金
が
行
な
わ
れ
、
死
亡
警
官
の
所

属
警
察
に
直
接
、
見
舞
い
金
が
送
金
さ
れ
る
。
募
金
額
は
一
人
一
ペ
ニ
ー
で
あ
っ
た
が
、
巡
査
部
長
以
上
は
、
同
級
の
者
が
死
亡
す
る
と
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
上
乗
せ
金
を
払
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
階
級
に
よ
っ
て
受
け
取
り
額
に
差
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
所
属
警
察
が
受

け
取
っ
た
金
額
が
集
計
さ
れ
、
領
収
書
が
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
P
M
A
A
の
運
営
は
、
す
べ
て
の
情
報
を
掲
載
す
る
『
ポ
リ

ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
と
の
連
携
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
か
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
の
に
。
も
し
雇
用
主
が
労
働
者
の
共
済
や
埋
葬
協
会
加
入
を
禁
じ
る
よ
う
な

　
　
命
令
を
出
し
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
も
う
誰
も
彼
の
た
め
に
は
働
い
て
く
れ
な
い

　
　
　
　
②

　
　
だ
ろ
う
。

　
こ
の
投
書
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
ノ
ッ
デ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
警
察
の
本
部
長
は
、
P
M
A
A

の
活
動
を
危
険
視
し
て
い
た
と
見
て
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
創
刊
当
初
か
ら
『
ポ
リ
ス
・

ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
を
購
読
し
て
い
た
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
警
察
で
は
、
同
紙
は
警
官
の
不
満

の
発
露
の
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
警
察
本
部
長
は
P
M
A
A
を
単
な
る
互
助
組
織
で
は
な

く
、
警
官
の
待
遇
改
善
運
動
の
基
盤
と
と
ら
え
、
そ
の
活
動
が
労
働
組
合
運
動
に
つ
な
が
る
こ
と

を
警
戒
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
P
M
A
A
と
そ
の
活
動

を
支
え
た
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
、
建
前
上
は
警
察
全
体
を
代
表
し
て
、
議
会
に
、
そ

し
て
世
論
に
訴
え
て
い
く
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
P
M
A
A
が
入
会
に
さ
い
し
て
「
警
察
本
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
体
制
内
」
の
も
の
と
し
て
推
し
進
め
よ
う
と
の

82 （750）



ヴィクトリアン・ボビーの形成（林田）

　　　　　　　　　　　　　　　《資料3》 P．M．A．A．加入警察

内の

ている

　
資
料
2
は
、
P
M
A
A
が
発
足

し
た
一
八
六
六
年
か
ら
八
二
年
ま

で
の
会
員
数
の
推
移
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
八
二
年
一
月
段
階
で
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル

ズ
の
会
員
数
は
七
九
九
二
名
、
一

万
二
千
名
も
の
人
員
を
か
か
え
る

首
都
警
察
を
の
ぞ
く
と
、
当
時
の

警
官
総
数
の
約
四
〇
％
が
加
入
し

　
　
　
　
　
　
　
④

て
い
た
計
算
に
な
る
。
ま
た
資
料

3
は
、
P
M
A
A
加
入
警
察
の
地

理
的
広
が
り
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
史
料
の
制
約
上
、
～
八
七
〇

年
段
階
の
も
の
し
か
作
成
で
き
な

か
っ
た
が
、
黒
塗
り
の
部
分
は
、

P
M
A
A
に
加
入
し
て
い
る
州
警

察
、
斜
線
部
分
は
、
州
は
未
加
入

で
も
州
内
の
バ
ラ
が
複
数
以
上
加

入
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
特
徴

83 （751）



と
し
て
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
州
の
加
入
率
の
高
さ
と
、
首
都
圏
、
ロ
ン
ド
ン
・
シ
テ
ィ
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
、
ブ
リ
ス
ト
ル
と

い
っ
た
大
規
模
警
察
の
未
加
入
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
未
加
入
警
察
の
な
か
に
は
、
P
M
A
A
と
同
様
の
組
織
を
持
っ
て
い
る
警
察
も
あ
っ
た
。
『
ポ
リ
ス
・
ガ
！
デ
ィ
ア
ン
』
の
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
ら
確
認
で
き
た
だ
け
で
も
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
警
察
、
エ
セ
ッ
ク
ス
警
察
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
警
察
の
三
つ
は
独
自
の
埋
葬
協
会
を
持
っ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
P
M
A
A
に
は
未
加
入
で
あ
っ
た
。
大
規
模
警
察
に
と
っ
て
、
P
M
A
A
の
集
金
は
、
必
ず
し
も
容
易
な
作
業
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
し
、
逆
に
人
員
の
多
さ
を
利
用
し
て
独
自
の
互
助
組
織
を
作
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
比
較
的
人
員
の
少
な
い
州
警
察
や
小
規
模
バ
ラ

警
察
の
加
入
率
が
高
か
っ
た
事
実
が
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
。
P
M
A
A
が
年
金
運
動
の
さ
い
に
、
運
動
資
金
を
調
達
し
た
り
嘆
願
書
を
集
め

る
な
ど
、
運
動
の
活
動
母
体
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
P
M
A
A
が
警
官
に
と
っ
て
唯
一
の
全
国
組

織
で
あ
り
、
死
の
危
険
を
通
し
て
支
え
あ
う
「
連
帯
の
要
」
と
し
て
、
彼
ら
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

84　（752）

（
二
）
葬
儀
・
殉
職
事
件
報
道

　
死
亡
警
官
に
関
す
る
報
道
は
、
P
M
A
A
関
連
の
記
事
に
か
ぎ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
に
は
、
警
官
の
葬

儀
の
様
子
を
伝
え
る
記
事
が
実
に
頻
繁
に
登
場
す
る
。
と
く
に
殉
職
警
官
の
葬
儀
は
大
が
か
り
で
、
紙
上
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　
　
先
月
七
日
、
暴
徒
か
ら
仲
間
の
警
官
を
守
ろ
う
と
し
て
殉
職
し
た
ラ
イ
ン
ズ
巡
査
の
葬
儀
が
と
り
行
な
わ
れ
た
。
数
千
人
の
人
び
と
が
故
人
の
家
に
か
け

　
　
つ
け
、
未
亡
人
と
遺
児
に
対
し
、
哀
悼
の
意
を
表
し
て
い
た
。
…
…
左
腕
に
喪
章
を
つ
け
た
警
官
た
ち
は
バ
ン
ド
の
葬
送
行
進
曲
に
あ
わ
せ
て
町
を
行
進

　
　
し
た
。
…
…
群
衆
は
し
だ
い
に
膨
れ
上
が
り
、
葬
列
が
シ
ー
ブ
ス
ト
リ
ー
ト
に
さ
し
か
か
っ
た
頃
に
は
、
少
な
く
と
も
、
二
万
人
の
人
び
と
が
集
ま
っ
て

　
　
　
⑥

　
　
い
た
。

　
殉
職
し
た
警
官
ば
か
り
で
な
く
、
地
位
の
高
か
っ
た
警
官
や
、
勤
続
年
数
の
長
か
っ
た
警
官
、
急
死
し
た
警
官
な
ど
の
葬
儀
も
報
道
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
記
事
の
な
か
で
強
調
さ
れ
た
の
が
、
残
さ
れ
た
家
族
の
悲
痛
な
様
子
と
葬
儀
を
見
守
る
住
民
の
関
心
の
高
さ
で
あ
る
。
住
民
の
興
味



ヴィクトリアン・ボビーの形成（林田）

を
引
い
た
の
は
お
そ
ら
く
、
大
規
模
な
葬
儀
や
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
演
奏
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
、

町
を
あ
げ
て
悲
し
み
に
く
れ
る
様
子
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
「
社
会
の
な
か
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
警
察
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
ょ
う
と
す
る
。
な

か
で
も
殉
職
警
官
の
葬
儀
報
道
は
、
遺
族
に
対
す
る
深
い
同
情
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
警
官
同
士
の
連
帯
意
識
を
鼓
舞
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
、
警
宮
の
殉
職
事
件
に
関
す
る
一
連
の
報
道
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
事
件
は
一
八
八
五
年
二
月
、
ウ
ー
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
の
農
村
地
域
で
起
こ
っ
た
。
夜
勤
の
巡
査
が
ひ
と
け
の
な
い
路
地
で
何
者
か
に
惨
殺
さ
れ

て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
事
件
の
第
一
報
は
一
八
八
五
年
三
月
六
日
に
伝
え
ら
れ
る
。

　
　
巡
査
は
血
の
海
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
土
手
に
も
べ
っ
た
り
と
血
痕
が
残
っ
て
い
た
。
検
死
の
結
果
、
顎
か
ら
耳
に
か
け
て
切
傷
が
あ
り
、
首
の
横
に
致

　
　
命
傷
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
打
撲
の
あ
と
が
あ
っ
た
。
喉
も
喉
仏
の
あ
た
り
ま
で
深
く
掻
き
切
ら
れ
、
手
の
指
が
数
本
切
り
取
ら
れ
て
い
た
。
…
…
テ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
ラ
ー
警
視
は
、
巡
査
は
物
盗
り
集
団
に
殺
害
さ
れ
た
と
断
定
し
た
。

　
翌
週
三
月
一
三
日
に
は
、
こ
の
残
忍
な
殺
人
事
件
に
関
す
る
記
事
が
複
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
場
検
証
や
犯
人
逮
捕
を
伝
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

記
事
と
、
被
害
者
の
葬
儀
報
道
、
そ
し
て
残
さ
れ
た
妻
と
三
人
の
子
供
の
た
め
に
募
金
を
訴
え
る
投
書
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
殉
職
し
た
警
官
が

P
M
A
A
に
入
会
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
報
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
見
舞
い
金
と
は
別
に
さ
ら
に
募
金
が
集
め
ら
れ
た
形
に
な
る
。
殉

職
警
官
は
葬
儀
の
様
子
を
伝
え
る
記
事
の
な
か
で
、
「
勇
敢
に
任
務
を
遂
行
し
な
が
ら
、
残
忍
な
犯
罪
者
の
陰
謀
に
屈
し
た
悲
劇
の
英
雄
」
と

形
容
さ
れ
、
現
場
検
証
の
結
果
、
「
一
度
は
巡
査
が
犯
人
を
取
り
押
さ
え
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
」
と
報
道
さ
れ
た
。
つ
づ
く
三
月
二
〇
日

の
投
書
で
は
、
判
事
に
よ
る
以
下
の
よ
う
な
言
葉
が
紹
介
さ
れ
る
。
「
殺
害
さ
れ
た
巡
査
の
妻
子
の
た
め
に
警
官
た
ち
が
募
金
を
行
な
う
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
し
て
新
聞
報
道
を
通
し
て
こ
の
事
件
が
広
く
社
会
に
波
紋
を
投
げ
か
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」
。
さ
ら
に
そ
の
翌
週
に
は
、
巡
査
の
死
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

悼
む
長
編
の
詩
ま
で
も
が
登
場
し
、
以
後
一
ヵ
月
以
上
に
わ
た
り
、
被
害
者
や
遺
族
に
対
す
る
読
者
か
ら
の
弔
辞
と
、
募
金
受
け
取
り
通
知
が

掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
警
官
の
殉
職
報
道
は
、
事
件
の
内
容
、
捜
査
活
動
や
裁
判
の
様
子
な
ど
を
一
通
り
伝
え
た
あ
と
は
、

遺
族
へ
の
募
金
活
動
、
殉
職
者
へ
の
哀
悼
の
表
明
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
が
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
た
。
殉
職
事
件
に
関
連
し
た
一

85 （753）



《資料4》　警察要義院一般寄付者数

5000

4000

3000

2000

1000
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連
の
報
道
は
、
死
の
危
険
を
共
有
す
る
警
官
た
ち
の
間
に
、

て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
警
察
孤
児
院

強
い
連
帯
意
識
を
育
む
も
の
と
し

っ
た
。
一
八
六
七
年
二
月
、
孤
児
院
の
創
設
者
で
あ
る
ブ
ル
ッ
ク
夫
人
は
、

に
ふ
れ
、
「
今
こ
そ
、
そ
う
し
た
窮
状
に
目
を
向
け
、

　
　
　
　
　
⑪

実
な
の
だ
か
ら
」
と
の
言
葉
を
投
書
欄
に
寄
せ
て
い
る
。

い
場
合
に
か
ぎ
り
入
所
が
認
め
ら
れ
た
が
、

夜
勤
の
多
い
警
官
の
子
供
に
道
徳
的
悪
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
に
も
と
つ
く
措
置
で
あ
っ
た
。

　
孤
児
院
の
運
営
は
、
警
官
が
毎
週
自
発
的
に
行
な
う
一
ペ
ニ
ー
募
金
の
ほ
か
に
、
各
警
察
バ
ン
ド
や
孤
児
院
バ
ン
ド
の
コ
ン
サ
ー
ト
や
催
物

に
よ
る
収
益
と
、
年
会
費
の
形
で
集
め
ら
れ
た
～
般
か
ら
の
寄
付
金
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
資
料
4
は
警
察
孤
児
院
の
一
般
寄
付
者
数

　
警
官
が
死
の
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
以
上
、
警
官
の
子
供
が
孤
児
に
な
る
可
能
性
も
常

に
存
在
し
た
。
首
都
警
察
と
ロ
ン
ド
ン
・
シ
テ
ィ
警
察
の
警
官
の
孤
児
を
対
象
と
し
た
施
設
、

首
都
お
よ
び
シ
テ
ィ
警
察
孤
児
院
（
銀
①
ぎ
℃
。
葺
き
碧
仙
Ω
畠
矧
。
一
一
8
0
も
訂
轟
σ
q
①
）
は
、
そ
う

し
た
危
機
感
の
高
ま
り
を
受
け
て
一
八
六
七
年
～
○
月
に
設
立
さ
れ
た
。
孤
児
院
の
構
想
は
同

年
一
月
頃
か
ら
持
ち
上
が
っ
て
お
り
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
、
そ
の
段
階
か
ら
こ

の
問
題
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
、
施
設
の
発
足
、
運
営
方
法
や
活
動
状
況
、
収
支
報
告
な
ど
細

か
い
情
報
を
読
者
に
提
供
し
て
い
る
。

　
準
備
段
階
で
関
係
者
が
設
立
の
動
機
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
「
警
官
の
孤
児
の
多
さ
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
首
都
警
察
の
年
間
死
亡
者
数
が
一
二
〇
名
に
の
ぼ
っ
て
い
る
事
実

　
　
　
何
事
か
を
な
す
べ
き
な
の
だ
。
こ
れ
は
空
想
の
世
界
の
出
来
事
で
は
な
く
驚
く
べ
き
現

　
　
　
　
設
立
当
初
は
、
父
親
が
死
亡
し
、
寡
婦
が
遺
児
の
面
倒
を
十
分
見
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
ち
に
は
、
母
親
が
死
亡
し
た
時
点
で
条
件
付
き
（
有
料
）
の
資
格
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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⑬

の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
～
八
七
四
年
以
降
は
横
ば
い
に
な
っ
て
い
る
が
、
警
宮
の
孤
児
の
み
を
対
象
と
し
た
こ
の
施
設
が
首
都
圏
だ

け
で
四
千
人
前
後
の
賛
同
者
を
得
た
事
実
は
、
警
察
孤
児
問
題
が
社
会
に
深
刻
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
収
容
人
数

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
一
五
〇
名
前
後
で
、
孤
児
た
ち
に
は
独
自
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
学
校
教
育
と
職
業
教
育
が
施
さ
れ
た
。

①
　
、
勉
墨
b
り
鼠
山
「
．
鳥
。
。
①
N

②
、
鮪
》
こ
倉
ζ
勉
《
」
。
。
①
刈
．

③
上
乗
せ
額

　
　
第
一
階
級
（
本
部
長
、
警
視
）
：
ニ
シ
リ
ン
グ
五
ペ
ン
ス

　
　
第
二
階
級
（
警
部
）
　
　
　
　
：
一
シ
リ
ン
グ
一
」
ペ
ン
ス

　
　
第
三
階
級
（
巡
査
部
長
）
　
　
：
ニ
ペ
ン
ス

　
　
第
四
階
級
（
巡
査
）
　
　
　
　
：
な
し

　
　
遺
族
が
受
け
取
る
金
額
は
固
定
額
で
は
な
か
っ
た
が
、
　
八
六
〇
年
代
末
の
会

　
員
数
で
算
出
す
る
と
お
よ
そ
以
下
の
通
り
。

　
　
　
第
一
階
級
：
四
八
ポ
ン
ド
八
シ
リ
ン
グ

　
　
　
第
二
階
級
：
三
ニ
ポ
ン
ド

　
　
　
第
三
階
級
：
二
三
ポ
ン
ド
八
シ
リ
ン
グ

　
　
　
嬉
四
階
級
：
一
八
ポ
ン
ド
＝
一
一
シ
リ
ン
グ

　
　
、
恥
辱
b
ρ
ζ
ロ
ざ
一
。
。
①
刈
よ
り
算
出
。

④
力
鮪
雪
国
言
「
仁
。
。
①
①
仏
こ
信
｝
仁
。
。
刈
9
、
Ω
る
ω
こ
鎖
昌
■
口
。
。
刈
奮
9
閃
①
σ
5
甲

第
三
章
　
社
会
に
ひ
ら
か
れ
た
警
察

（
ご
　
警
官
た
ち
の
余
暇
－
地
域
社
会
と
の
交
流
一 　

一
。
。
刈
。
。
る
ρ
竃
ゆ
ど
一
。
。
c
。
ト
ニ
よ
り
作
成
。

⑤
、
Ω
ふ
し
年
レ
。
。
ミ
溝
し
呂
．
し
。
。
誤
る
皇
。
＜
し
。
。
。
。
ω
■

⑥
、
P
N
言
目
し
。
。
刈
伊

⑦
、
9
◎
竃
。
「
■
鳥
。
。
。
。
伊

⑧
、
9
蚕
ζ
四
「
．
」
。
。
。
。
0
．

⑨
、
q
b
ρ
冨
舞
い
。
。
。
。
伊

⑩
、
鼻
卜
。
メ
鼠
黛
㍉
。
。
。
。
伊

⑪
、
動
》
‘
卜
。
”
ぼ
σ
払
。
。
①
メ

⑫
費
用
は
子
供
一
人
あ
た
り
週
五
シ
リ
ン
グ
と
さ
れ
た
。
藤
巻
》
；
ω
〕
〉
℃
「
ご

　
一
〇
Q
O
ρ

⑬
、
9
昼
〉
奪
甲
ド
。
。
。
。
ρ

⑭
、
9
メ
窯
p
ざ
H
c
。
δ
’

⑮
施
設
内
に
は
二
千
ポ
ン
ド
の
費
用
を
か
け
た
学
校
が
設
け
ら
れ
へ
、
Ω
る
介

　
》
o
σ
q
．
鳥
。
。
刈
刈
）
、
年
長
者
は
徒
弟
と
し
て
働
き
に
出
た
り
、
施
設
内
の
家
事
を
担

　
類
す
る
な
ど
の
労
働
に
従
事
し
た
（
鵠
Ω
b
9
＞
箕
篇
Q
。
刈
Q
。
）
。

『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
、
警
官
の
余
暇
に
つ
い
て
も
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
地
域
社
会
と
の
交
流
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と
い
う
観
点
か
ら
警
官
た
ち
の
余
暇
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
警
官
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
楽
し
み
は
ク
リ
ケ
ッ
ト
で
、
『
ポ
リ
ス
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
ア
ド
ヴ
ァ
タ
イ
ザ
ー
臨
創
刊
当
初

か
ら
、
試
合
の
様
子
を
伝
え
る
記
事
は
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
た
。
は
じ
め
は
警
察
対
抗
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
、
　
八
八
○
年
頃
か
ら
、
軍
隊
や

消
防
関
連
団
体
、
さ
ら
に
は
地
域
住
昆
と
の
交
流
試
合
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　
～
八
七
五
年
以
降
、
記
事
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
夕
食
会
は
、
各
地
方
当
局
が
警
官
を
ね
ぎ
ら
う
た
め
に
年
に
一
回
開
催
す
る
の

が
～
般
的
だ
っ
た
。
な
か
ば
公
式
の
も
の
と
し
て
年
中
行
事
化
し
て
い
た
夕
食
会
と
は
別
に
、
パ
ー
テ
ィ
ー
や
コ
ン
サ
ー
ト
も
ひ
ら
か
れ
た
。

一
八
七
四
年
に
ロ
ン
ド
ン
・
シ
テ
ィ
警
察
が
主
催
し
た
パ
ー
テ
ィ
ー
の
様
子
を
一
例
と
し
て
見
て
み
よ
う
。

　
　
シ
テ
ィ
警
察
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
ひ
ら
か
れ
た
。
こ
う
し
た
催
し
は
た
い
へ
ん
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
参
加
者
は
当
初
の
よ
う
に
警
宮
の
ご
く

　
　
近
し
い
家
族
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。
管
区
内
の
住
民
の
多
く
が
こ
う
し
た
行
事
へ
の
参
加
を
希
望
し
て
き
た
。
…
…
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
や
コ
ン
サ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
ル
ー
ム
は
た
い
へ
ん
混
雑
し
、
参
加
者
は
香
り
の
良
い
葉
巻
を
愉
し
ん
だ
。

　
警
察
の
催
し
を
報
じ
る
記
事
に
頻
繁
に
登
場
す
る
の
が
、
「
家
族
や
友
人
を
伴
っ
て
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
催
し

は
、
警
官
た
ち
に
娯
楽
を
提
供
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
彼
ら
が
家
族
単
位
で
親
睦
を
深
め
、
警
察
官
と
し
て
の
連
帯
意
識
を
育
む
場
と
し
て
も

機
能
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
～
八
七
五
年
以
降
、
小
旅
行
や
ピ
ク
ニ
ッ
ク
も
各
地
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
鉄
道
会
社
が
乗
車
券

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
り
、
住
民
が
費
用
の
一
部
を
寄
付
す
る
例
も
見
ら
れ
た
。
一
八
八
三
年
、
ラ
ム
ズ
ゲ
ー
ト
警
察
の
ピ
グ
ニ
ッ
ク
も
、
そ
う

し
た
住
民
の
「
理
解
」
の
も
と
で
挙
行
さ
れ
て
い
る
。

　
　
妻
子
や
友
人
を
伴
っ
た
警
官
た
ち
が
、
前
半
組
は
木
曜
日
、
後
半
組
は
金
曜
日
に
ク
リ
ス
タ
ル
パ
レ
ス
へ
出
か
け
た
。
初
の
試
み
だ
っ
た
。
多
く
の
ボ
ラ

　
　
ン
テ
ィ
ア
が
制
服
を
着
て
、
「
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
ボ
ビ
ー
」
と
し
て
働
く
準
備
が
で
き
て
い
た
の
で
、
金
員
が
｝
度
に
出
か
け
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
し
れ
な
い
。
鉄
道
会
社
は
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
客
車
を
用
意
し
て
く
れ
た
。

　
こ
う
し
た
小
旅
行
は
各
地
方
警
察
を
少
な
く
と
も
二
班
に
分
け
て
行
な
う
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。
た
と
え
二
日
間
と
は
い
え
警
官
の
数
が
半
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減
す
る
以
上
、
あ
る
程
度
の
住
民
の
理
解
が
な
け
れ
ば
実
現
し
に
く
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
一
八
七
〇
年
代
か
ら
多
く
の
地
方
警
察

が
こ
う
し
た
行
事
を
行
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
ム
ズ
ゲ
ー
ト
警
察
が
初
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
挙
行
し
た
の
は
～
八
八
○
年
代
に
入
っ

て
か
ら
だ
っ
た
。
同
じ
頃
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
嚇
の
記
事
の
な
か
に
、
住
民
参
加
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
報
じ
る
も
の
が
出
て
く
る
よ
う

　
　
⑤

に
な
る
。
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
か
ぎ
ら
ず
、
警
察
バ
ン
ド
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
も
一
八
七
四
年
頃
か
ら
一
般
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

○
年
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
市
議
会
は
、
警
察
バ
ン
ド
が
毎
月
一
回
、
入
場
料
一
ペ
ニ
ー
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
ひ
ら
く
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
警
察
バ

ン
ド
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
が
～
般
公
開
さ
れ
る
場
合
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
警
察
の
よ
う
に
慈
善
目
的
の
安
い
入
場
料
を
と
る
か
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

警
察
の
よ
う
に
無
料
と
す
る
か
の
い
ず
れ
か
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
ロ
ン
ド
ン
お
よ
び
シ
テ
ィ
警
察
孤
児
院
の
コ
ン
サ
ー
ト
も
～
八
七
五
年
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

月
、
一
般
公
開
さ
れ
大
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
。

　
警
官
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
た
め
に
何
百
人
も
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
出
動
す
る
な
ど
と
い
っ
た
現
象
は
、
警
察
改
革
後
ま
も
な
い
一
九
世
紀
前
半

の
状
況
か
ら
す
る
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
日
常
へ
の
介
入
」
に
対
す
る
社
会
の
反
発
、
さ
ら
に
は
警
察
と
社
会
の
癒
着
防
止
の

必
要
性
か
ら
、
当
初
、
当
局
は
警
官
に
対
し
、
極
力
住
民
と
接
点
を
持
た
な
い
よ
う
指
導
し
て
い
た
。
警
察
に
よ
っ
て
は
住
民
と
の
会
食
を
禁

じ
た
り
、
勤
務
中
も
住
民
と
私
語
を
し
て
は
な
ら
な
い
な
ど
の
規
則
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
ポ
リ
ス
・

ガ
1
デ
ィ
ア
ン
』
が
目
指
し
た
「
社
会
に
ひ
ら
か
れ
た
警
察
」
の
「
社
会
」
が
ど
の
階
層
ま
で
を
含
ん
で
い
た
か
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
家

族
や
友
人
を
伴
っ
て
コ
ン
サ
ー
ト
に
足
を
運
び
、
葉
巻
を
吸
い
、
ク
リ
ケ
ッ
ト
を
す
る
と
い
う
余
暇
の
過
ご
し
方
は
、
末
端
警
官
に
し
て
み
れ

ば
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
階
層
の
過
ご
し
方
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
行
事
に
末
端
警
官
と
同
じ
階
層
の
住
民
が
ど
れ
だ
け
参
加
し
て
い
た
か
、
ど
れ
だ

け
好
意
を
持
っ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
民
間
の
好
意
や
地
域
住
民
の
積
極
的
な
参
加
を
強
調
す
る
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
言
説

は
、
「
ひ
ら
か
れ
た
警
察
」
と
い
う
理
想
像
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
同
紙
の
姿
勢
の
表
明
と
し
て
解
釈
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
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（
二
）
　
ア
ピ
ー
ル
す
る
警
察
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社
会
と
の
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
と
し
て
、
警
察
の
社
会
奉
仕
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
消
防
活
動
は
、
新
警

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

察
設
立
当
初
か
ら
「
社
会
的
合
意
」
獲
得
の
た
め
に
重
視
さ
れ
た
任
務
で
あ
っ
た
。
都
市
部
で
は
、
そ
の
後
消
防
部
門
が
独
立
し
、
独
自
の
形

態
を
整
え
て
い
く
が
、
小
規
模
バ
ラ
で
は
一
八
七
〇
年
代
に
入
っ
て
も
警
官
が
消
防
士
を
兼
任
す
る
例
が
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
。
消
防
団
が

別
個
に
存
在
し
て
い
て
も
、
初
期
消
火
や
人
命
救
出
が
警
宮
の
任
務
で
あ
り
続
け
た
こ
と
は
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
記
事
か
ら
も

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
け
が
人
や
病
人
の
救
急
活
動
が
『
ポ
リ
ス
・
ガ
！
デ
ィ
ア
ン
』
の
紙
面
を
に
ぎ
わ
す
よ
う
に
な
る
の
は
一
八
七
八
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
救
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

活
動
の
体
系
化
は
、
ま
ず
警
官
に
民
間
の
救
急
協
会
に
よ
る
講
義
を
受
け
さ
せ
、
応
急
処
置
の
資
格
を
付
与
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
動
き
は
、
首
都
警
察
か
ら
起
こ
り
、
の
ち
に
ケ
ン
ト
、
ソ
ル
フ
ォ
ー
ド
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
、
グ
ロ
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
な
ど
地
方
へ
拡
大

　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

し
て
い
っ
た
。
一
八
八
四
年
頃
に
な
る
と
、
実
際
に
警
宮
が
応
急
処
置
を
施
し
た
事
例
が
紙
上
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
二
人
の
巡
査
が
叫
び
声
を
聞
い
て
現
場
に
か
け
つ
け
る
と
、
男
性
が
右
足
を
骨
折
し
て
い
た
。
二
人
は
セ
ン
ト
ジ
ョ
ン
ズ
救
急
協
会
の
講
義
を
受
け
、
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
験
に
パ
ス
し
て
い
た
の
で
、
折
れ
た
足
を
板
で
固
定
し
た
上
、
適
切
な
応
急
処
置
を
施
し
て
、
け
が
人
を
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
へ
搬
送
し
た
。

　
け
が
人
を
受
け
入
れ
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
医
師
は
、
警
官
が
施
し
た
応
急
処
置
を
称
賛
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
功
績
」
を
あ
げ
た
警
官
は
、

市
民
団
体
や
救
急
協
会
の
表
彰
を
受
け
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
上
述
し
た
警
官
も
協
会
の
表
彰
を
受
け
、
賞
金
ニ
ポ
ン
ド
と
、
ク
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

チ
ャ
ン
皇
太
子
妃
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
英
訳
『
負
傷
者
に
対
す
る
応
急
処
置
』
を
贈
呈
さ
れ
て
い
る
。

　
水
の
事
故
が
起
こ
っ
た
さ
い
の
救
助
活
動
も
警
官
の
大
事
な
任
務
で
あ
っ
た
。
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
が
大
々
的
に
報
道
し
た
の
は
、

警
察
当
局
に
よ
る
表
彰
で
は
な
く
、
市
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ
る
表
彰
で
あ
っ
た
。
一
八
七
九
年
、
酔
っ
て
海
に
転
落
し
た
男
性
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

事
救
出
し
た
巡
査
に
対
し
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
海
難
救
助
協
会
は
感
謝
状
と
賞
金
ニ
ポ
ン
ド
を
贈
呈
し
た
。
ま
た
ロ
ン
ド
ン
で
は
う
溺
れ
て
い
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
少
年
を
助
け
よ
う
と
川
に
飛
び
込
ん
だ
警
官
の
勇
気
を
讃
え
、
住
民
が
手
作
り
の
感
謝
状
を
出
し
て
い
る
。
自
ら
の
危
険
も
顧
み
ず
勇
敢
に
行

　
　
厳
し
た
警
官
に
対
し
、
市
民
が
示
し
た
「
感
謝
の
気
持
ち
」
は
、
警
察
と
社
会
の
歩
み
寄
り
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
紙
上
で
大
き
く
取
り
上

　
　
げ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
初
期
消
火
、
救
急
、
人
命
救
助
、
迷
子
の
保
護
と
い
っ
た
公
の
業
務
の
ほ
か
に
、
警
官
た
ち
は
、
イ
ン
ド
飢
餓
救
済
の
た
め
の
募
金
活
動
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
警
察
バ
ン
ド
に
よ
る
刑
務
所
や
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
慰
問
、
失
業
者
や
孤
児
の
救
済
な
ど
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
た
。

　
　
ゴ
ー
ヴ
ァ
ン
警
察
で
は
、
失
業
者
や
孤
児
と
い
っ
た
社
会
的
弱
者
へ
の
奉
仕
活
動
が
、
警
官
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
ゴ
ー
ヴ
ァ
ン
警
察
の
メ
ン
バ
ー
は
、
失
業
者
と
孤
児
の
支
援
基
金
に
、
一
人
平
均
一
日
分
の
給
与
、
総
額
一
四
ポ
ン
ド
一
六
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
を
寄
付

　
　
　
　
し
た
。
こ
の
う
ち
の
八
ポ
ン
ド
一
｝
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
が
失
業
者
基
金
へ
、
六
ポ
ン
ド
五
シ
リ
ン
グ
が
孤
児
の
支
援
基
金
に
あ
て
ら
れ
た
。
六
ポ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
　
　
五
シ
リ
ン
グ
あ
れ
ば
、
一
五
〇
〇
人
も
の
子
供
た
ち
に
パ
ン
と
ス
ー
プ
を
配
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
同
様
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
警
察
は
、
子
供
た
ち
へ
の
パ
ン
と
ス
ー
プ
の
配
給
を
効
率
的
に
行
な
う
た
め
に
、
一
般
か

　
　
ら
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
ろ
う
と
計
画
し
た
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
警
察
の
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
投
書
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
は
、
「
巡
査
が
自
ら
の
手
で
子
供
た
ち
に
ス
ー
プ
を
手
渡
す
こ
と
こ
そ
が
大
事
な
の
だ
」
と
の
反
対
意
見
を
寄
せ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
巡
査

曲琳
　
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
行
な
う
こ
と
を
重
視
す
る
こ
う
し
た
投
書
か
ら
は
、
弱
者
の
救
済
そ
の
も
の
よ
り
も
、
「
社
会
に
奉
仕
す

城
　
る
警
察
」
の
ア
ピ
ー
ル
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

研
匹
　
　
　
　
三
）
世
論
へ
の
注
目

球㌣
「
ひ
ら
か
れ
た
警
塞
を
模
索
す
る
『
ポ
リ
ス
・
て
ア
ィ
ア
・
』
の
取
り
組
み
と
し
て
、
世
論
へ
の
注
目
塞
げ
る
・
と
が
で
き
る
。

P
　
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
～
八
七
三
年
、
「
広
く
社
会
に
目
を
向
け
、
新
聞
各
紙
に
よ
る
警
察
批
判
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
る
」
こ
と
を

砂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヴ
　
目
的
と
し
て
「
各
紙
の
主
張
」
欄
を
新
設
し
た
。
記
事
の
選
び
方
は
若
干
作
為
的
で
あ
る
が
、
警
察
の
運
営
全
般
に
対
す
る
批
判
が
積
極
的
に
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掲
載
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
「
各
紙
の
主
張
」
欄
の
批
判
は
、
警
察
の
入
員
不
足
、
離
職
率
の
高
さ
、
警
官
の
質
の
悪
さ
の
三
点

に
集
中
し
て
い
た
。
各
紙
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
論
調
は
「
待
遇
へ
．
の
不
満
が
職
離
れ
を
生
み
、
薪
米
警
嘗
の
経
験
不
足
が
原
因
で
質
と
効
率

が
低
下
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
七
三
年
八
月
、
「
各
紙
の
主
張
」
欄
に
は
フ
ー
ザ
ン
・
エ
コ
ー
切
紙
の
以
下
の
よ
う
な
記
事

が
掲
載
さ
れ
た
。

　
　
警
官
の
離
職
率
の
高
さ
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
警
官
た
ち
の
不
満
が
い
か
に
大
き
い
か
を
示
す
と
同
時
に
、
相
対
的
な
効
率
の
低
さ
を
も
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
語
っ
て
い
る
。
警
察
は
常
に
二
五
か
ら
三
〇
％
が
新
参
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
経
験
も
浅
く
、
任
務
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
知
同
然
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
各
紙
の
「
警
察
批
判
」
と
、
待
遇
改
善
を
求
め
る
『
ポ
リ
ス
・
ガ
！
デ
イ
ア
ン
』
の
主
張
が

必
ず
し
も
矛
盾
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
警
察
の
効
率
低
下
を
指
摘
す
る
批
判
は
、
究
極
的
に
は
効
率
を
上
げ
る
た
め
の
待
遇
改
善
の
問
題
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
警
察
批
判
に
も
耳
を
傾
け
る
と
い
う
の
が
「
各
紙
の
主
張
」
欄
の
目
的
と
さ
れ
て
は
い
た
が
、
警
官
の
待
遇
改
善
を
掲

げ
る
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
と
考
え
る
方
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
「
各
紙
の
主
張
」
欄
は
、
警
官
に
よ
る

待
遇
改
善
運
動
に
、
い
わ
ば
「
世
論
の
後
押
し
」
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
社
会
に
ひ
ら
か
れ
た
警
察
」
を
標
榜
す
る

『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
に
と
っ
て
、
願
っ
て
も
な
い
理
想
的
な
援
軍
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
四
章
　
効
率
の
追
求
と
専
門
職
能
化

（［

j
当
局
の
対
応

ヴィクトリアン・ボビーの形成（林田）

　
警
察
に
効
率
を
求
め
る
世
論
の
動
き
は
、
「
各
紙
の
主
張
」
欄
だ
け
に
見
ら
れ
た
現
象
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
『
タ
イ
ム
ズ
』
紙
上
で

も
、
警
察
批
判
は
～
八
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
警
官
の
抑
圧
的
な
取
締
り
や
暴
力
の
問
題
か
ら
、
制
度
上
、
運
営
上
の
問
題
へ

　
　
　
　
　
　
①

と
転
換
を
見
せ
る
。
こ
う
し
た
世
論
の
変
化
を
背
景
に
、
噸
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
臨
は
理
想
的
な
警
察
像
を
「
社
会
と
の
交
流
」
だ
け
で

な
く
、
専
門
性
の
獲
得
の
な
か
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
社
会
学
者
M
・
ケ
イ
ン
は
、
警
察
の
効
率
と
専
門
職
能
化
が
追
求
さ
れ
る
背
景
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

二
つ
の
要
因
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
～
つ
は
警
官
の
定
着
率
の
低
さ
か
ら
く
る
慢
性
的
な
人
材
不
足
で
、
こ
の
場
合
、
議
論
は
警
官
の
賃
金

や
リ
ク
ル
ー
ト
条
件
の
見
直
し
と
い
っ
た
待
遇
改
善
問
題
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
犯
罪
の
激
化
、
凶
悪
化
で
、
そ
の
場
合
重

視
さ
れ
る
の
は
、
訓
練
体
系
や
刑
事
制
度
の
確
立
と
い
っ
た
機
能
整
備
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
両
者
の
典
型
例
と
さ
れ
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
警
察
は
地
方
の
政
治
家
に
よ
る
統
制
か
ら
警
察
を
解
放
す
る

た
め
に
専
門
職
化
を
推
し
進
め
た
。
犯
罪
の
凶
悪
化
が
社
会
問
題
化
し
て
い
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
制
度
は
急
速
に
発
展
、

　
　
　
　
　
　
③

整
備
さ
れ
て
い
く
。
一
方
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
警
察
本
部
長
は
地
方
政
治
か
ら
あ
る
程
度
の
自
立
性
を
確
保
し
て
い
た
た
め
、
効
率
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

議
論
は
警
官
の
待
遇
改
善
の
問
題
へ
と
収
敏
し
て
い
っ
た
。
～
般
に
、
こ
う
し
た
専
門
職
化
へ
の
動
き
が
出
て
く
る
の
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
警
察
官
と
そ
の
利
害
を
代
弁
す
る
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
臨
が
追
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求
し
た
「
専
門
性
の
獲
得
」
を
そ
の
第
～
歩
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
政
府
に
よ
る
警
察
査
察
の
さ
い
に
、
国
庫
補
助
金
を
交
付
す
る
か
否
か
の
「
も
の
さ
し
」
と
し
て
多
用
さ
れ
た
の
が
「
効
率
（
注
§
g
2
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
い
う
雷
葉
で
あ
っ
た
。
査
察
の
様
子
は
岡
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
紙
上
で
も
頻
繁
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
効
率
」
を
は
か
る
指
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
さ
れ
た
の
は
、
犯
罪
の
検
挙
率
で
は
な
く
、
警
察
の
人
員
数
だ
っ
た
。
十
分
な
入
員
を
確
保
し
、
効
率
を
上
げ
る
た
め
に
当
局
が
と
っ
た
改

善
策
の
柱
は
、
警
官
の
待
遇
改
善
と
組
織
の
合
理
化
の
二
つ
で
あ
っ
た
。

　
警
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
制
度
的
に
は
賃
上
げ
や
労
働
時
間
の
短
縮
、
年
金
制
度
の
整
備
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
年
金

問
題
に
顕
著
な
よ
う
に
、
制
度
面
の
改
革
に
は
財
政
上
の
限
界
が
あ
り
、
～
定
の
成
果
を
上
げ
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

注
目
さ
れ
た
の
が
ソ
フ
ト
面
の
改
善
で
あ
る
。
警
官
た
ち
に
娯
楽
を
提
供
し
、
日
頃
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
目
的
で
行
な
わ
れ
た
ピ
ク
ニ
ッ
ク
や

パ
ー
テ
ィ
ー
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
ほ
か
に
、
夜
勤
警
官
の
不
満
を
取
り
の
ぞ
く
た
め
に
、
コ
ー
ヒ
ー
の
配
給
も
行
な
わ
れ
た
。
一
八
七
二
年
の

噛
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
に
は
、
コ
ー
ヒ
ー
の
配
給
の
様
子
を
伝
え
る
以
下
の
よ
う
な
投
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
バ
ラ
で
は
も
う
何
年
も
の
間
、
夜
勤
の
警
官
に
は
午
前
一
時
頃
、
ホ
ッ
ト
コ
ー
ヒ
ー
と
ケ
ー
キ
が
ふ
る
ま
わ
れ
て
き
た
。
警
官
た
ち
は
午
後
九
時
に

　
　
夜
勤
に
つ
く
と
き
、
ブ
リ
キ
の
缶
を
持
っ
て
ビ
ー
ト
に
出
る
。
交
代
待
ち
の
警
官
が
ホ
ッ
ト
コ
ー
ヒ
ー
を
準
備
し
、
一
時
に
な
る
と
二
人
の
蓮
宮
が
署
に

　
　
戻
っ
て
く
る
。
そ
し
て
受
け
取
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
を
人
か
ら
人
へ
と
手
渡
し
て
い
く
の
だ
。
残
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
は
、
六
時
に
や
っ
て
く
る
早
番
の
警
宮
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
に
カ
ッ
プ
で
ふ
る
ま
わ
れ
る
。

　
コ
ー
ヒ
ー
の
配
給
に
は
各
警
察
当
局
も
柔
軟
な
対
応
を
見
せ
、
こ
の
慣
行
は
一
気
に
全
国
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
背
後
に
は
警
官
の
飲

酒
に
よ
る
規
則
違
反
の
問
題
が
あ
っ
た
。
全
国
の
ほ
と
ん
ど
の
警
察
が
職
務
規
定
の
な
か
で
警
官
の
飲
酒
を
禁
じ
て
い
た
。
し
か
し
警
官
た
ち

に
と
っ
て
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
当
然
の
処
置
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
「
警
官
と
い
う
職
業
が
敬
遠
さ
れ
る
理
由
」
と
題
さ
れ
た
投
書
が
物
語
っ

て
く
れ
る
。

　
　
ほ
か
の
労
働
者
は
仕
事
中
に
ビ
ー
ル
や
サ
イ
ダ
ー
を
飲
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を
横
厨
で
見
な
が
ら
自
ら
は
一
滴
た
り
と
も
口
に
で
き
な
い
の
が
警
宮
と
い
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ヴィクトリアン・ボビーの形成（林田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
う
職
業
な
の
だ
。
…
…
飲
酒
は
「
激
務
に
耐
え
る
た
め
の
清
涼
剤
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
は
、
こ
う
し
た
見
解
を
擁
護
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
十
分
な
栄
養
補
給
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し

言
及
し
て
い
る
。

　
　
勤
務
中
の
飲
み
物
の
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
多
く
の
都
市
で
は
す
で
に
コ
ー
ヒ
…
や
コ
コ
ア
の
支
給
が
な
さ
れ
て
い
る
。
温
か
い
飲
み
物

　
　
は
、
凍
え
る
よ
う
に
寒
い
日
に
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
。
…
…
我
々
は
警
富
に
ナ
ッ
プ
サ
ッ
ク
と
魔
法
瓶
を
支
給
し
、
そ
の
な
か
に
軽
食
と
飲
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
物
を
入
れ
て
任
務
に
つ
か
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
多
く
の
者
が
規
則
違
反
を
し
て
解
雇
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
低
い
コ
ス
ト
で
行
な
え
る
コ
ー
ヒ
ー
の
配
給
は
、
税
金
の
無
駄
遣
い
と
の
警
察
批
判
を
か
わ
し
効
率
を
追
求
す
る
上
で
当
局
に
と
っ
て
も
メ

リ
ッ
ト
が
大
き
い
と
判
断
さ
れ
た
。
一
八
七
五
年
一
一
月
、
夜
勤
警
官
へ
の
コ
ー
ヒ
ー
の
配
給
に
踏
み
切
っ
た
ポ
ー
ツ
マ
ス
警
察
の
警
視
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

投
書
の
な
か
で
「
こ
う
し
て
お
け
ば
、
合
法
的
な
理
由
も
な
く
パ
ブ
で
飲
酒
を
し
た
欝
官
を
容
赦
な
く
解
雇
で
き
る
」
と
、
そ
の
効
用
を
強
調

し
て
い
る
。
こ
の
投
書
は
、
勤
務
中
に
パ
ブ
で
飲
酒
を
し
た
警
官
を
「
容
赦
な
く
解
雇
」
で
き
る
ほ
ど
人
材
確
保
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、

飲
酒
に
対
す
る
警
官
の
罪
の
意
識
が
低
か
っ
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
て
興
味
深
い
。

　
効
率
追
求
の
手
段
と
し
て
の
「
合
理
化
」
に
つ
い
て
は
、
制
服
や
賃
金
体
系
の
統
一
、
州
警
察
と
バ
ラ
警
察
の
合
併
、
年
金
基
金
の
一
元
化
、

中
央
集
権
化
と
い
っ
た
形
で
議
論
さ
れ
た
。
一
八
七
三
年
九
月
に
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
に
投
書
し
た
あ
る
州
警
察
本
部
長
は
、
各
警

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

察
の
賃
金
格
差
が
、
警
官
の
移
動
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
賃
金
体
系
の
統
一
が
急
務
で
あ
る
と
訴
え
た
。
ま
た
、
警
察
本
部
長

の
人
選
が
公
平
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
憂
え
た
別
の
投
書
者
は
、
州
警
察
と
バ
ラ
警
察
を
合
併
す
る
こ
と
で
地
方
警
察
本
部
長
の
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
強
化
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
意
見
に
は
反
発
も
大
き
か
っ
た
。
州
警
察
と
バ
ラ
警
察
の
な
わ
ば
り
意
識
の
強
さ

　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
指
摘
す
る
投
書
、
警
察
の
規
模
の
拡
大
が
、
統
制
力
の
低
下
を
招
く
と
の
投
書
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
七
六
年
の
投
書
で

は
、
州
警
察
へ
の
統
合
を
恐
れ
る
バ
ラ
警
察
の
関
係
者
が
、
「
バ
ラ
警
察
の
権
限
を
州
の
警
察
本
部
長
に
委
譲
す
る
前
に
、
彼
ら
に
本
当
に
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

力
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
ほ
し
い
」
と
、
合
併
へ
の
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
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年
金
基
金
の
一
元
化
の
問
題
は
、
警
宮
た
ち
に
改
革
を
せ
ま
ら
れ
た
各
当
局
が
、
財
政
上
の
打
開
策
と
し
て
国
庫
に
頼
ろ
う
と
し
て
起
こ
っ

た
議
論
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
財
政
面
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
完
全
な
中
央
集
権
体
制
の
擁
護
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
一
八
七
〇
年

代
半
ば
頃
に
な
る
と
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
投
書
欄
に
、
全
国
の
地
方
警
察
を
内
務
省
の
も
と
に
統
一
す
べ
き
だ
と
の
意
見
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
八
七
六
年
四
月
か
ら
五
月
目
か
け
て
、
「
帝
国
警
察
（
H
還
Φ
広
量
℃
。
一
一
。
Φ
）
」
と
見
出
し
の
つ
い
た
投
書
が
集
中
的
に

掲
載
さ
れ
、
白
熱
し
た
中
央
集
権
化
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
論
争
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
あ
る
地
方
警
察
の
本
部
長
に
よ
る
投
書
で
あ
る
。

　
　
植
民
地
警
察
は
政
府
の
一
部
局
で
、
責
任
あ
る
大
臣
が
統
括
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
国
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
二
二
七
も
の
警
察
が
濫
立
し
、
当
周
は
そ

　
　
れ
ぞ
れ
完
全
に
独
立
し
て
い
る
。
…
…
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
も
カ
ナ
ダ
も
イ
ン
ド
も
す
ば
ら
し
い
警
察
を
持
っ
て
い
る
。
…
…
じ
き
に
女
王
陛
下
の
帝
国
警

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
察
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
構
想
を
支
持
し
た
の
は
少
数
派
に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、
地
方
の
多
様
性
と
地
方
自
治
の
壁
を
越
え
て
、
「
女
王
陛
下
の
帝
国
警
察
」

が
誕
生
す
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
緩
や
か
な
中
央
集
権
化
が
、
国
，
庫
補
助
金
の
増
額
や
小
規
模
警
察
の
廃
止
と
い
う
形
で

徐
々
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
｝
八
五
六
年
に
警
察
費
の
四
分
の
～
と
定
め
ら
れ
た
国
庫
支
出
金
は
、
一
八
七
四
年
に

は
二
分
の
一
に
増
額
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
八
七
七
年
に
は
人
口
二
万
人
未
満
の
新
し
い
バ
ラ
は
警
察
の
設
立
を
禁
止
さ
れ
、
一
八
八
八
年
に
は
、

人
口
一
万
人
未
満
の
バ
ラ
警
察
が
廃
止
に
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
う
し
た
漸
進
的
な
合
理
化
や
集
権
化
が
中
央
政
府
に
よ
る
あ
か
ら
さ
ま
な
「
介

入
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
警
察
独
自
の
運
動
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
イ
ギ
リ
ス
警
察
の
特
殊
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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（
二
）
　
管
官
た
ち
の
意
識
と
専
門
職
能
化

警
察
に
効
率
を
求
め
る
世
論
の
変
化
を
背
景
に
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
理
想
的
な
警
官
像
を
、
「
社
会
と
の
交
流
」
だ
け
で
な
く

「
専
門
性
の
獲
得
」
の
な
か
に
模
索
し
は
じ
め
る
。
専
門
職
能
化
に
対
す
る
警
官
の
欲
求
は
、
軍
人
リ
ク
ル
ー
ト
を
め
ぐ
る
昇
進
問
題
に
顕
著

に
見
ら
れ
た
。



ヴィクトリアン・ボビーの形成（林田）

　
　
指
導
書
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
び
と
が
警
察
に
入
る
も
っ
と
も
大
き
な
誘
因
は
、
「
巡
査
は
す
べ
て
業
績
、
知
性
、
品
行
し
だ
い
で
昇
進
で

　
　
き
る
扁
か
ら
だ
。
…
…
昇
進
は
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
努
力
に
対
す
る
当
然
の
報
い
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
人
は
警
察
に
入
る
と
実
に
多
く
の
こ
と
を

　
　
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
軍
人
あ
が
り
の
人
は
、
軍
隊
で
は
た
し
か
に
優
秀
な
幹
部
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
警
察
の
長
と
な
る
に
は
、
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
に
よ
っ
て
し
か
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
法
に
関
す
る
実
践
上
の
知
識
が
不
可
欠
な
の
だ
。

　
軍
人
リ
ク
ル
ー
ト
に
対
す
る
不
満
は
、
数
十
年
勤
め
て
も
昇
進
で
き
な
か
っ
た
警
官
よ
り
も
、
募
集
広
告
に
引
き
つ
け
ら
江
て
警
察
に
入
る

な
り
、
そ
う
し
た
現
状
を
目
の
当
た
り
に
し
た
新
参
の
警
官
か
ら
多
く
聞
か
れ
た
。
警
察
官
と
い
う
職
業
を
選
ん
だ
時
点
で
、
昇
進
が
彼
ら
に

と
っ
て
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
投
書
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
チ
ェ
シ
ャ
ー
警
察
署
の
前
を
通
り
か
か
っ
た
と
き
、
警
富
の
募
集
広
告
が
薄
に
と
ま
っ
た
。
条
件
が
提
示
さ
れ
た
後
に
、
大
き
な
活
字
で
次
の
よ
う
に
書

　
　
か
れ
て
あ
っ
た
。
「
上
級
職
へ
の
昇
進
は
万
人
に
ひ
ら
か
れ
て
い
る
」
。
私
は
自
分
に
も
資
格
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
の
勇
気
づ
け
ら
れ
る
広
告

　
　
を
見
て
、
私
は
そ
う
し
た
昇
進
を
も
視
野
に
入
れ
て
警
察
に
入
ろ
う
と
決
意
し
た
。
し
か
し
そ
の
前
に
よ
く
調
べ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
…
…
そ
し
て
以

　
　
下
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
現
在
の
本
部
長
が
任
命
さ
れ
て
以
来
、
警
視
の
ポ
ス
ト
が
七
回
空
い
た
が
、
そ
の
う
ち
の
六
つ
は
軍
人
に
よ
っ
て
、
残
り
の
一

　
　
つ
は
本
部
長
の
子
息
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
警
察
経
験
の
あ
る
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
上
級
職
へ
の
昇
進
は
万
人
に
ひ
ら
か
れ
て
い
る
と

　
　
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
広
告
に
は
こ
う
記
さ
れ
る
べ
き
だ
。
「
軍
人
お
よ
び
本
部
長
の
コ
ネ
の
あ
る
者
に
は
門
は
ひ
ら
か
れ
て
い
る
が
、
叩
き
上
げ
の
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
進
を
望
む
者
に
は
固
く
閉
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
。

　
警
官
た
ち
は
投
書
の
な
か
で
、
警
察
業
務
に
関
す
る
知
識
の
な
い
者
の
登
用
は
、
専
門
職
能
化
の
妨
げ
と
な
る
上
、
警
官
の
離
職
率
を
高
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

効
率
の
低
下
を
も
た
ら
す
と
の
議
論
を
展
開
し
た
。
軍
人
に
よ
る
ポ
ス
ト
独
占
に
異
義
を
唱
え
る
に
は
、
警
察
の
専
門
性
を
強
調
す
る
こ
と
が

不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
将
来
の
待
遇
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
は
、
警
官
が
自
ら
の
職
業
を
長
い
目
で
見
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の

表
れ
と
も
い
え
る
。
警
官
た
ち
は
、
昇
進
や
年
金
を
め
ぐ
る
論
争
を
通
し
て
、
五
年
後
、
一
〇
年
算
の
自
分
た
ち
の
姿
を
思
い
描
き
、
警
察
と

い
う
組
織
へ
の
帰
属
意
識
を
養
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
専
門
性
を
強
調
す
る
警
官
た
ち
の
投
書
で
強
調
さ
れ
た
の
は
、
法
律
に

97 （765）



関
す
る
膨
大
な
知
識
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
』
は
警
官
に
対
し
、
徹
底
的
な
自
己
改
革
と
法
律
へ
の
精
通
を
呼
び

か
け
る
。

　
　
す
べ
て
の
職
業
、
す
べ
て
の
専
門
職
が
経
験
し
て
き
た
よ
う
に
、
警
察
官
は
今
ま
さ
に
、
定
期
的
に
起
こ
る
賃
金
の
変
動
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

　
　
事
態
は
時
が
く
れ
ば
お
さ
ま
る
だ
ろ
う
し
、
若
い
警
官
た
ち
は
特
殊
な
専
門
知
識
を
持
ち
、
自
己
改
革
に
努
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
実
質
的
な
警
官
の
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
テ
イ
タ
ス
は
必
ず
や
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
警
官
諸
君
、
自
分
た
ち
の
専
門
分
野
に
精
通
す
る
よ
う
努
力
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
安
く
て
読
み
や
す
い
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
対
す
る
警
官
た
ち
の
要
望
に
応
え
る
形
で
、
広
告
欄
に
は
、
解
説
つ
き
制
定
法
リ
ス
ト
や
マ
ニ
ュ
ア

ル
ブ
ッ
ク
、
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
が
多
数
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
、
警
官
た
ち
は
独
自
に
読
書
ク
ラ
ブ
や
勉
強
会
を
組
織
し
、
自
己
改
革
に
努
め
よ

　
　
　
⑬

う
と
す
る
。
賃
上
げ
要
求
で
彼
ら
が
求
め
た
の
は
熟
練
労
働
者
な
み
の
待
遇
だ
っ
た
が
、
専
門
業
を
強
調
す
る
投
書
の
な
か
に
は
、
警
察
官
と

い
う
職
業
に
対
す
る
独
特
の
誇
り
も
見
え
隠
れ
す
る
。

　
　
警
察
官
は
与
え
ら
れ
た
条
件
で
物
を
つ
く
る
単
な
る
労
働
者
で
は
な
い
。
ポ
ン
ド
や
シ
リ
ン
グ
や
ペ
ン
ス
で
は
測
れ
な
い
価
値
あ
る
任
務
を
果
た
す
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
国
家
に
任
命
さ
れ
た
老
た
ち
な
の
だ
。

　
警
宮
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
、
生
産
活
動
と
は
一
線
を
画
し
た
警
察
の
専
門
業
を
強
調
し
、
専
門
性
の
獲
得
に
は
勤
続
年
数
で
表
さ
れ
る
経
験
、

と
く
に
ビ
ー
ト
経
験
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
．
昇
進
へ
の
道
を
切
り
ひ
ら
こ
う
と
す
る
。
こ
の
時
期
、
警
官
た
ち
が
追
求
し
た

．
．
箕
9
Φ
し
。
。
。
δ
呂
ぎ
巴
○
眺
、
は
、
幹
部
候
補
養
成
を
核
と
し
た
二
〇
世
紀
の
専
門
職
化
論
争
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
．
．
嘆
9

｛
①
ω
ω
一
8
巴
§
肯
δ
眺
．
と
い
う
言
葉
を
、
待
遇
改
善
の
て
こ
と
し
て
利
用
し
、
そ
の
過
程
で
警
察
官
と
い
う
自
己
の
職
業
に
対
す
る
帰
属
意
識
を

養
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
「
イ
ギ
リ
ス
新
警
察
の
社
会
的
受
容
」
三
七
－
三
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
（
電
話
回
線
を
も
ち
い
た
通
報
シ
ス
テ
ム
）
が
紹
介
さ
れ
て

　
②
O
鉱
P
ζ
”
．
、
℃
。
豪
①
準
。
｛
窃
ω
ざ
冨
冴
旨
H
び
ζ
＄
巳
p
α
q
器
島
O
。
謬
⑦
ρ
午
　
　
い
る
。
、
9
卜
。
卜
。
り
閃
Φ
げ
．
し
。
。
。
。
田
富
甲
》
℃
夙
．
し
。
。
。
。
心
噸
ど
。

　
　
留
8
6
。
．
．
冨
誌
ミ
》
ミ
ミ
§
じ
起
奪
§
鐸
く
。
野
江
B
。
．
卜
。
レ
⑩
認
も
．
鎗
N
　
　
　
④
霞
ぎ
①
【
甲
幻
‘
寒
免
し
u
N
ミ
9
ミ
ミ
ぎ
、
惹
、
・
出
象
§
N
曇
冨
N
恥
ミ
昼
駄
ぎ
ミ
町

　
③
噸
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
イ
ア
ン
暁
紙
上
で
も
ア
メ
リ
カ
諸
都
市
の
最
新
式
の
バ
ト
　
　

§
暁
§
貯
§
ト
。
凱
。
P
6
刈
。
。
も
．
N
O
卜
。
．
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ヴィクトリアン・ボビーの形成（林田）

⑤
新
警
察
の
設
立
を
義
務
化
し
た
一
八
五
六
年
法
に
よ
っ
て
査
察
制
度
が
導
入
さ

　
れ
、
査
察
に
パ
ス
し
た
警
察
に
は
、
警
官
の
給
与
と
制
服
代
の
四
分
の
｝
が
国
庫

　
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
一
〇
卸
N
O
≦
o
∬
餅
①
P
一
〇
。
O
①
p

⑥
査
察
の
様
子
を
伝
え
る
記
事
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ

　
も
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
投
書
欄
で
は
査
察
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
の
批
判
も

　
聞
か
れ
た
。
、
向
》
■
為
こ
ロ
一
こ
一
。
。
刈
ピ

⑦
℃
鼠
貫
国
‘
、
．
↓
竃
笛
。
露
○
臨
。
①
雪
中
ぽ
℃
門
。
〈
冒
。
Σ
勺
。
｝
坤
8
ぎ
国
謁
・

　
一
助
民
。
乱
≦
巴
霧
曽
一
〇
。
ゆ
①
山
Q
。
刈
O
．
．
甲
》
§
時
添
寝
星
＞
9
に
ヨ
戸
一
⑩
勲
も
．
b
。
ω
P

⑧
、
鉛
凄
し
μ
ぎ
く
．
仏
。
。
話
．

⑨
、
9
｝
“
・
曽
裳
。
く
．
甲
｝
。
。
刈
0
■
一
八
八
二
年
か
ら
一
九
〇
八
年
ま
で
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル

　
警
察
に
勤
め
た
あ
る
巡
査
部
長
は
、
「
私
が
警
察
に
入
っ
た
頃
は
、
勤
務
中
に
酒

　
を
飲
ま
な
い
者
な
ど
例
外
だ
っ
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
。
9
搾
。
臣
①
ざ
日
．
》
‘
誤

　
ミ
§
蔓
駄
ざ
ミ
ミ
㌶
肉
蒔
N
§
概
§
賊
覇
ミ
舞
ビ
8
山
o
P
一
8
刈
も
．
一
お
マ

⑩
℃
9
§
U
①
。
仁
。
。
δ
．

⑪
℃
9
郵
客
。
く
．
し
。
。
鐸

お
　
わ
　
り
　
に

⑫
℃
9
卜
。
9
ω
㊦
で
．
し
。
。
刈
G
。
■

⑬
℃
Ω
鳥
。
。
甲
∪
㊦
ρ
L
。
。
刈
鼻
．

⑭
℃
9
昌
ζ
帥
噌
．
し
。
。
屋
．

⑮
、
9
心
こ
き
L
。
。
δ
■

⑯
、
9
9
竃
効
く
払
。
。
♂
．

⑰
、
9
峯
〉
奪
」
。
。
刈
①
■

⑱
、
9
b
メ
ω
Φ
唱
．
し
。
。
刈
。
。
．

⑲
℃
9
。
。
甲
＞
q
σ
q
昌
し
。
。
お
．

⑳
、
9
。
。
－
甘
・
し
。
。
§
ω
ρ
》
β
α
q
仁
。
。
刈
。
。
仙
ω
あ
Φ
℃
L
。
。
刈
。
。
．

⑳
　
淘
9
一
。
。
曽
U
Φ
o
こ
｝
c
。
刈
郵

⑫
、
P
一
〇
－
り
O
o
f
一
〇
。
誤
’

⑬
　
自
己
啓
発
を
圏
的
と
し
た
巡
査
だ
け
の
雑
誌
の
出
版
な
ど
も
行
な
わ
れ
た
。

　
、
Ω
冒
ω
引
し
雪
‘
一
〇
Q
刈
O
．

⑳
、
9
し
9
含
α
q
し
。
。
刈
。
。
．

　
腕
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
の
投
書
欄
は
、
労
働
組
合
を
持
た
な
か
っ
た
こ
の
時
期
の
警
官
に
と
っ
て
、
大
切
な
「
不
満
の
発
露
の
場
」

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
投
書
欄
を
通
じ
て
意
見
交
換
を
し
、
他
の
警
察
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
現
状
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
そ

ら
く
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
に
投
書
を
し
、
年
金
運
動
に
積
極
的
に
関
与
し
た
の
は
警
官
の
な
か
で
も
少
数
派
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
掲
示
板
に
張
り
出
さ
れ
る
投
書
を
読
み
、
仲
間
の
死
を
悼
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
参
加
し
、
賃
上
げ
嘆
願
書
に
署
名
す

る
な
か
で
、
多
く
の
者
が
警
察
へ
の
帰
属
意
識
を
育
ん
で
い
っ
た
。
噸
ポ
リ
ス
・
ガ
！
デ
ィ
ア
ン
』
は
、
数
々
の
情
報
と
議
論
の
場
を
提
供
す

る
こ
と
で
、
警
官
た
ち
に
自
己
模
索
の
機
会
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
葬
儀
や
殉
職
事
件
報
道
な
ど
を
通
し
て
、
「
同
情
」
や
「
怒
り
」
に
よ
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る
連
帯
意
識
を
彼
ら
の
な
か
に
植
え
つ
け
て
い
っ
た
。
と
く
に
、
年
金
や
昇
進
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
は
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
職
業
を
長

期
的
視
野
で
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
表
れ
と
解
釈
で
き
る
。

　
警
察
官
の
社
会
的
地
位
の
向
上
を
目
指
し
た
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
は
、
「
理
想
の
警
官
像
」
を
、
専
門
性
の
獲
得
と
地
域
社
会
と

の
交
流
の
な
か
に
模
索
し
は
じ
め
る
。
専
門
化
へ
の
意
欲
を
か
き
た
て
る
記
事
が
紙
面
に
あ
ふ
れ
、
住
民
と
「
ふ
れ
あ
う
」
た
め
の
各
種
イ
ベ

ン
ト
が
企
画
さ
れ
た
。
住
民
と
の
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
興
じ
る
警
官
の
姿
は
、
「
愛
想
が
よ
く
頼
も
し
い
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
の
ボ
ビ
ー
」
と

い
う
、
現
代
に
も
通
じ
る
ボ
ビ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
首
都
警
察
の
創
設
者
ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ー
ル
の
名
に
由
来
す
る
「
ボ
ビ
ー
」

と
い
う
呼
称
は
、
こ
の
時
期
、
蔑
称
と
し
て
だ
け
で
な
く
愛
称
と
し
て
も
も
ち
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
ボ
ビ
ー
像
は
、
こ
の
時
期
ま
だ
社
会
全
体
が
共
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
『
タ
イ
ム
ズ
』
に
寄
せ
ら

れ
た
投
書
に
は
、
～
八
八
○
年
代
で
も
「
怠
け
者
で
役
立
た
ず
」
と
い
う
警
官
イ
メ
ー
ジ
が
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
投
書
者
が
「
ボ
ビ
ー
」
を

愛
称
と
し
て
も
ち
い
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
愛
称
と
し
て
の
「
ボ
ビ
ー
」
は
、
警
官
の
社
会
的
地
位
の
向
上
を
目
指
す
『
ポ
リ

ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
が
、
「
社
会
に
ひ
ら
か
れ
た
警
察
」
の
象
徴
と
し
て
意
図
的
に
創
り
だ
し
た
と
の
見
方
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
待
遇
改
善
運
動
を
通
し
て
警
察
へ
の
帰
属
意
識
を
育
ん
だ
末
端
警
宮
が
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
「
理
想

像
」
と
し
て
内
面
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
多
少
な
り
と
も
専
門
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
彼
ら
は
犯
罪
取
締
り
の
エ
キ
ス

パ
ー
ト
と
し
て
の
自
負
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
し
、
地
域
社
会
と
の
交
流
は
、
文
字
通
り
「
社
会
へ
の
扉
を
ひ
ら
く
」
こ
と
を
意
味
し
た
。

こ
う
し
た
警
官
の
活
動
を
通
し
て
、
ボ
ビ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
は
徐
々
に
社
会
に
浸
透
し
、
イ
ギ
リ
ス
警
察
は
社
会
奉
仕
型
の
市
民
警
察
と
し
て
の

地
位
を
固
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
末
端
警
官
の
職
業
意
識
形
成
は
、
警
察
と
い
う
組
織
そ
の
も
の
に
も
劇
的
な
変
化
を
与
え
た
。
死
と
い
う
同
じ
危
険
を
有
す
る
警
官
た
ち
は
、

『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
を
通
し
て
強
い
絆
で
結
ば
れ
、
警
察
全
体
の
福
祉
向
上
を
掲
げ
て
結
束
し
た
。
全
国
一
律
の
待
遇
改
善
を
望
む

声
は
、
「
指
導
力
」
を
求
め
て
中
央
の
介
入
さ
え
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
内
務
省
規
定
と
い
う
最
小
限
の
国
家
介
入
の
も
と
、
各
地
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方
ご
と
に
運
営
さ
れ
て
き
た
新
警
察
は
、
中
央
か
ら
の
「
強
制
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
い
わ
ば
組
織
の
内
部
か
ら
「
自
発
的
」
に
一
体
性
を

求
め
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
警
察
内
部
の
自
律
性
を
国
家
が
利
用
し
た
の
か
否
か
は
一
考
を
要
す
る
も
の
の
、
待
遇
改
善
運
動
を
通
し
て
警
官

た
ち
が
育
ん
だ
連
帯
意
識
が
、
全
国
組
織
と
し
て
の
「
警
察
」
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

　
警
察
が
社
会
へ
の
扉
を
ひ
ら
き
、
末
端
警
官
の
職
業
意
識
が
芽
生
え
る
こ
の
時
期
、
警
察
は
末
端
ま
で
含
め
て
ひ
と
つ
の
職
能
集
団
と
し
て

の
自
己
を
確
立
し
た
。
「
社
会
全
体
に
奉
仕
す
る
イ
ギ
リ
ス
警
察
」
の
社
会
的
受
容
は
、
「
愛
想
が
よ
く
頼
も
し
い
ボ
ビ
ー
」
の
誕
生
な
く
し
て

は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
ポ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
を
媒
体
に
警
察
の
内
部
か
ら
創
出
さ
れ
、
末
端
二
宮
の
な
か
に
内
面
化
さ
れ

て
い
っ
た
。
彼
ら
が
理
想
像
と
し
て
追
い
求
め
た
「
ボ
ビ
ー
」
は
、
大
陸
的
国
家
警
察
の
対
極
に
あ
る
「
イ
ギ
リ
ス
的
市
民
警
察
」
を
体
現
す

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ボ
ビ
ー
が
住
民
の
「
友
人
」
と
し
て
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
き
、
「
警
察
権
力
」
は
巧
妙
に
不
可
視
化

さ
れ
る
。
ボ
ビ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
の
創
出
と
と
も
に
警
察
機
構
の
「
緩
や
か
な
集
権
化
」
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
な
か
で
、
警

察
権
力
は
徐
々
に
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
太
・
稿
は
、
平
成
一
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
…
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
奈
良
大
学
非
常
勤
講
師
　
京
都
市
上
京
区
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　　　　　　　　　The　Birth　of　Victorian　Bobby

The　Police　Gttrdian　and　the　rdse　of　Occupational　Consciousness

by

HAYASHIDA　Toshiko

　　The　Police　Service　Advertiser　first　appeared　in　1866．　This　newspaper　saw　it　as

its　dutY　to　improve　policemeR’s　working　conditions．　．　The　Advertiser’s　change　of

name　to　the　Police　Guardian　in　1872　refiected　how　it　aimed　to　affect　a　rise　of

poficemen’s　social　status．

　　Although　some　studies　have　been　made　on　the　mentality　of　policemen，　iittle

attention　has　been　given　to　this　newspaper．　IR　this　article　we　examine　the

occupationa｝　consciousness　of　policemen　in　the　letters　that　they　wrote　to　the　Police

Guardian．

　　The　information　which　it　gave　about　conditions　in　various　forces　enabled　readers

to　make　comparisons　with　other　forces．　lts　colum　was　a　vital　place　where　many

policernen　could　compiain．　The　poticemen　came　to　have　the　feeliRg　of’toge－

themess　by　reading　articles　and　joir血g　the　campaign　to　improve　their　conditions，

which　in　consequence　brought　up　their　identity　to　the　level　of　the　police

organizatlon．

The　Bandung　Conference　and　the　Hatoyama　Administration

by

SANO　Masafumi

　　The　Bandung　Conference　in　1955　was　an　international　conference　held　by　Asian

and　African　countries　which　had　been　dependent　on　tlte　West．　The　Hatoyama

Administration　sent　a　de｝egation　headed　by　the　ECB　director　Takasaki

Tatsunosuke　to　this　confereRce．

　　For　the　Japanese，　this　was　the　first　international　conference　where　they　dis－

cussed　political　issues　with　Asians　after　the　end　of’the　Pacfic　War，　into　which

Japan　had　dragged　Asian　countries．　ln　addition，　the　25　delegations　to　this
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